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令和３年 第４回 錦江町議会定例会会議録 

令和３年１１月１６日（火） 10時 00分 

錦 江 町 田 代 支 所 議 会 議 場 

 

 日程第１ 一般質問 

○笹原議長 おはようございます。これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は

あらかじめ配付しましたので、ご了承願います。日程第１、一般質問を行い

ます。順番に発言を許します。最初に、７番、池田君の発言を許します。７

番、池田君。 

○７番  

池田議員 

はい、７番。 

 （７番 池田議員 質問者席へ登壇） 

○７番  

池田議員 

改めまして皆さん、おはようございます。私、腰を痛めておりまして座っ

たままで質問とさせていただきます。議長には許可をとってありますので、

ご理解をよろしくお願いいたします。 

コロナの新規感染者は最近では、県のほうでもない日が続いておりますが、

早い終息を願うばかりでございます。また本日、田代議会ということで、５

名の方による質問がございますが、傍聴に来られました方々には、心より感

謝申し上げます。それでは早速質問に入らせていただきたいと思います。新

規の文化財発掘についてですが、まず新しい文化財の発掘については、どの

ように考えるか、また、現在町の文化財に指定できるものはないのか、教育

長にお伺いいたします。 

○畑中 

教育長 

はい。 

○笹原議長 畑中教育長。 

 （畑中教育長 登壇） 

○畑中 

教育長 

おはようございます。トップバッターということで、拝聴いたしたいと思

います。池田議員のご質問にご回答いたしたいと思います。 

町指定文化財に指定するためには、まず、所有者等の同意を得た上で、錦

江町文化財保護審議会に諮問しなければならないと錦江町文化財保護条例に

記載されております。そこで、地方文化財保護審議会の開催時に各所からい

ただいた、文化財に関する情報をもとに後世に残すべき新たに指定できるも

のはないか、町文化財審議会の委員の方々にご検討いただいているところで

ございます。現在、松崎砲台跡につきまして、ご検討いただいているところ

でございます。以上です。 
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 （畑中教育長 降壇） 

○７番  

池田議員 

はい。 

○笹原議長 はい、池田議員。 

○７番  

池田議員 

文化財の新規の指定につきましては、教育委員会から審議委員への諮問に

よる方法などがあるようでございます。今説明がございました、新しい文化

財の指定につきましては、文化財審議委員のほうで、いくつか候補が挙がっ

ておりましたが、コロナ禍の情勢により、審議が進んでいないとの話も伺っ

たところでした。文化財の発掘費も執行されていない状況でもありますが、

現在の審議委員の４名の方々は、特に文化財に対しての情熱がこれまでとは

違って誇るべきものがあると感じておるところでございます。新規の文化財

の指定など、今後のご活躍に期待をしているところです。 

次にタシロカワゴケソウ、松崎砲台跡、田代猪鹿倉の日枝 100 年桜、河上

神社の梛の大木などの中に、町の指定文化財に成り得るものはないのか伺い

ます。 

○畑中 

教育長 

はい。 

○笹原議長 はい、教育長。 

○畑中 

教育長 

それでは、ご質問にお答えしたいと思います。議員のほうからご指示がご

ざいました。まず１つには先ほど、松崎砲台跡につきましては、先般の第１

質問でお答えしたとおり、現在文化財審議会のほうに検討を依頼していると

ころでございます。それから、以前議員からお写真を見せていただきました、

タシロカワゴケソウについても確認をしているところでございます。その他、

田代猪鹿倉の日枝 100年桜、河上神社の梛の大木等につきましても、現地を

教育委員会のほうで確認したところ、大変有用なものであると確認しており

ます。そこで今後、町文化財保護審議会での調査審議意見を求めながら検討

してまいりたいと考えております。以上です。 

○７番  

池田議員 

はい。 

○笹原議長 はい、７番、池田君。 

○７番  

池田議員 

はい。私のほうでも調査、質問に当たりまして調査いたしましたので、い

くつかの文化財候補のことにつきまして、順番に述べてみたいと思いますの

で、再度ご見解をいただきたいと思います。 

最初にタシロカワゴケソウにつきましては先般、写真などでもご案内した

とおりですが、近年見つかったもので、中国大陸の一部と田代のニジマス釣

り場付近だけにあるものと聞かされております。現在、専門の先生が熱心に
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通われ、水中写真の撮影や生育状況などの調査に当たられております。この

件につきましては、どのようにお考えかお伺いいたします。 

○畑中 

教育長 

はい。 

○笹原議長 はい、教育長。 

○畑中 

教育長 

以前も写真を見させていただきまして、錦江町にはかわごろもというのが

神川のほうにもございます。それで町の文化財として指定してございます。

今回委員からご指摘いただきましたタシロカワゴケソウについても、非常に

貴重なものだというふうにご拝聴しておりますので、また審議会を通しなが

ら、確認をして設けたいと思います。 

○７番  

池田議員 

はい、７番。 

○笹原議長 池田君。 

○７番 

 池田議員 

はい。かわごろも等各地区、いろんなところにありますが、もう、カワゴ

ケソウというのはですね、鹿児島県とか宮崎県のそういう主流にもあるんで

すが、特にこのタシロカワゴケソウというのは本当にもう、先ほど申しまし

たように、稀なものでございますので、現在松崎砲台が審議されているよう

な状態でございますが、その後、また続いてこのようなタシロカワゴケソウ

につきましては、本当に希少な品だということでまた、議題にも乗していた

だければと思っております。 

次に松崎砲台跡ですが、大体審議されているのは分かっておりますが、一

応私の考えもここで述べさせていただきたいと思います。松崎砲台跡は、見

守り隊により看板の設置と年に５、６回の草払いがなされております。南大

隅町の砲台跡に比べても、薩英戦争における実弾の砲撃がなされたことは、

引けをとるものではないと考えます。小中学生にとりましても、ペリーの来

港、生麦事件、薩英戦争それから島津斉彬公のこの大隅半島の巡視など、歴

史に興味を湧かせる絶好の教材ともなりうるものです。これはもう審議中で

すので次に行きます。 

次に猪鹿倉の日枝神社 100年桜、これは正式な名前ではございませんが、

この呼び名で進めてまいりたいと思います。ヤマザクラと伺っておりますが、

幹周りが３ｍ53 ㎝で 25ｍほどの高さがあります。螺旋状の幹が、特に特徴

的でございまして、樹齢のほうは相当古いと思われますが、教育委員会のほ

うで調査されてみてはいかがでしょうか。この件につきまして少し見解をお

願いいたします。 

○畑中 

教育長 

はい。 
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○笹原議長 教育長。 

○畑中 

教育長 

はい。教育委員会の担当とそれから課長、リーダーを踏まえて、日枝神社

のほうに行ってまいりました。当初、どこにあるのかわからなくてですね、

いろいろこう、お聞きしながらでしたけれども、日枝神社を向かって左手の

山の下のほうに見つけることができました。これが４月の桜の開花時期だっ

たら本当に山の緑と映えてすばらしいところだろうなと。で、近くまで行こ

うとしたんですけども、ちょっとあの行くことが、その時点では無理でした

ので、現場も確認しておりますので、非常に幹回りも大きい、そして丈も高

いなというのは確認しておりますので、また審議会のほうにご意見を申し上

げたいと思っております。 

○７番  

池田議員 

はい。 

○笹原議長 はい、池田君。 

○７番  

池田議員 

日枝 100 年桜、呼び名ですが、螺旋状の幹が本当にもう一見の価値がござ

いますので、また皆さんもぜひ見てもらえればと思っております。 

次に河上神社の梛の大木についてでございますが、以前は３本はありまし

たが、今回の道路整備によりまして、辛うじて１本だけ残されているもので

ございます。梛の木は神社などによく境内などにあるものですが、安全と平

穏を祈願するためのものと推考いたします。このコロナ禍のご時世ですが、

こういう梛というのは、海の凪とひっかけてこう世の中の安全とか平穏とか、

なぎをば祈願するものには絶好のものではないでしょうか。幹回りが２ｍ85

㎝で樹高ははっきり解りませんが例えば 25ｍとか 30ｍぐらいなのかもしれ

ません。これほどの梛の大木にはそうめったに出会えるものではないと思っ

ております。樹齢は、日枝神社 100年桜と一緒に調べてもらえればと思いま

す。この梛についてはご見解をいただきたいと思いますが。 

○畑中 

教育長 

はい。 

○笹原議長 はい、教育長。 

○畑中 

教育長 

ありがとうございます。今、議員ご指摘のとおりなぎの木っていうのはよ

く神社の、特に海を祀る神社のところには、海が凪ていくというのに語路合

わせてなぎの木を植えてっていうふうに聞いております。非常にすばらしい。

実際のところですね、私どものほうも、なぎの木がどんな木なのか、樹木か

ら見つけることは、ちょっと難しかったです。なぎの木は葉っぱ特徴的です

ので葉を見つけようにも、樹高が非常に高くて、その葉を落として落葉した

葉っぱを確認しながら、これがなぎの大木だというのを確認したところでご

ざいます。そのように、非常に神木としても植えられてる木でございますし、
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議員からしてご指摘のとおり非常に大木でもございますので、今後また、ど

ういう形になるかわかりませんけれども、審議会のほうにはご提案を、ご意

見を設けたいと思います。以上です。 

○７番  

池田議員 

はい、７番。 

○笹原議長 はい、池田君。はい。 

○７番  

池田議員 

続きまして田代にはですね、指定文化財である幾つかの磨崖仏が存在して

おりますが、磨崖仏の周りの草払い等について、どのように考えるか伺いた

いと思います。 

○畑中 

教育長 

はい。 

○笹原議長 教育長。 

○畑中 

教育長 

はい、池田議員の質問にお答えをお答えいたします。磨崖仏周りの草払い

についてですけれども、磨崖仏だけと限らず、文化財の管理につきましては、

基本的には所有者が管理しなければならないと記載されております。また、

管理、修理につきましては、特に必要と認める場合には、補助金を交付する

ことができることでもありますので、今後、所有者、管理者と協議等を行い

まして、対応を検討してまいりたいと思っております。以上です。 

○７番  

池田議員 

はい。 

○笹原議長 ７番、池田君。 

○７番  

池田議員 

中村の田代高校のところでありますが、あの磨崖仏につきましては、入り

口に水路がございまして、かけてある橋もですね、１回、昔流れとったんで

すが、最近、何か橋みたいなのがあるような気がしますが、安全上、整備が

必要かと思いますし、その先の孟宗竹もだいぶ茂っておりまして、行く手を

塞いでいる状況です。また、岩崎の磨崖仏におきましては、現場までの古参

竹の除去など、道づくりも必要かと思います。先ほど、ご答弁いただきまし

た、所有者がするもので、補助金も可能性があるということを伺いましたの

で、また、今後検討が必要じゃないかと思うところでございます。それでこ

れの整備を１回していただきましたら、町民の中でですね、ボランティアの

申し出もあるようになっております。ちなみにですね、磨崖仏ファンの方で、

全国めぐっておられる方に伺ったことですが、磨崖仏のごく周りの障害物は

余り撤去しないほうがよいそうです。なぜなら日光や風雨にさらされ、風化

がより進んでしまうからだそうです。参考になればいいと思います。 

続きまして、町民の多くに町の指定文化財を知ってもらうための方策は考

えられないのか伺います。 
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○畑中 

教育長 

はい。 

○笹原議長 はい、教育長。 

○畑中 

教育長 

はい。町民の方々に文化財を知らしめる手だてということで、ご質問です

ので、池田議員の質問にお答えいたします。文化財の周知の方策につきまし

ては、生涯学習出前講座において、文化財についてのメニューを開設してお

ります。また、本年度から開設いたしました、公民館講座において、文化財

保護審議員の方々を中心とした、錦江町歴史町歩き文化財講座を開設いたし

ました。学級委員長さんは、池田議員でございます。ありがとうございます。

会員数が約 12 名ということで活動していらっしゃいます。定期的に現地調

査などを実施して、見聞を広げていらっしゃいます。その学びの成果を、町

文化祭、生涯学習大会等で発表していただこうということを検討しておりま

したけれども、今回はこのコロナ禍において、文化祭、生涯学習大会が中止

になりましたので、かないませんでしたけれども、今後につきましては、そ

ういう形の発表をしていただければなと思います。またこの文化財講座の

方々がですね、非常に写真等でまとめてあるのを、私どものほうにも提出し

てございます。非常にすばらしい活動してらっしゃると感銘を受けていると

ころでございます。 

さらに、昨年度はですね、県埋蔵文化財センターによる錦江町山之口遺跡

から出土した県所蔵の出土品を昨年の 12 月 19 日から本年の１月 11 日の期

間で文化センターギャラリーにおいて展示を開催いたしました。しかしなが

ら、12月分は実施できたんですけれども、年明けにつきましては、コロナ禍

が非常にコロナ感染症が非常に急激に増えた関係で、中止という形をとらせ

ていただきました。 

そのほかですね、これはご存じだと思いますけど、錦江町文化財マップと

いうやつです。これにつきましては、鹿児島が会場となりました、国民文化

祭、2015年平成 27年に開催されて、そのときに錦江町で作った内容です。

この中には、本町の国、県、町の指定してる文化財等について、一覧のマッ

プ形式にまとめて写真を掲示し、そして、郷土芸能なんかも非常によくまと

めてあるものだと考えております。 

それから、学校におきましては、小学校３，４年生の子どもたちが学習で

使うんですけれども、３，４年生だけでございません。みんな持ってるわけ

ですけれども私たちの錦江町という、社会科副読本もございます。この中に、

郷土の伝統文化と先人達という項目の中に、文化財について触れてございま

す。ですので、小学校の中学年から先ほどこの錦江町マップを使いながら、

錦江町の歴史文化財について、子どもたちが学ぶ場を確保しているかなあと
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思いますが、それをさらに今後はですね、この歴史的資料を積極的に活用し

たり、また先ほど県の埋蔵文化センターもございましたので、関係機関と連

携を図りながら、本町の貴重である文化財を周知を図ってまいりたいと思い

ます。以上です。 

○７番  

池田議員 

はい、７番。 

 

○笹原議長 はい、池田君。 

○７番  

池田議員 

はい。昨年度のああいう、文化センターの横ですね、あそこで開催された

のも、とても好評だったように思っております。また町民の多くの皆様にで

すね、毎月見てもらえる広報誌にですね、文化財の写真とか説明文を載せて、

いろんな方に知ってもらえる方法があるかとは思います。また、先ほど答弁

にもございましたけれども、文化財審議委員の方に相談して、現在生涯学習

の中で行われているような、各文化財の訪問説明のイベントが組まれるとお

もしろいと考えます。今、生涯学習ではコロナの関係で、人数制限がござい

まして、10名ちょっとぐらいで回っているところですが、とてもあの活気が

あって、楽しい学習になっております。これで文化財に関する質問は終わら

せていただきます。 

次に質問の観光地の新規開発についてで入ります。まず、新規の観光地の

開発について、どのように考え、そしてどのように実践しているのか、町長

に伺います。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 木場町長。 

 （木場町長 登壇） 

○木場町長 おはようございます。池田議員の質問にお答えいたします。町では、神川

大滝公園と花瀬公園を中心に、観光施設整備やさまざまな交流イベントの開

催などにより、観光振興を図っているところであります。本年度におきまし

ても、11 月 21 日に開催予定のでんしろうトレイルの開催を通じ、参加者に

本町の強みであるアウトドア施設の魅力を体感していただくとともに照葉樹

の森を活用したイメージアップ事業や神川ビーチ影絵の祭典など、メディア

とタイアップした事業に取り組みさらなる情報発信の強化に努めていくこと

としております。このように、新規の観光地の開発を行うのではなくさまざ

まなソフト的な取り組みを強化しながら、現在ある観光資源の磨き上げに努

め、行きたくなるような町を目指してまいりたいと考えております。以上で

す。 

 （木場町長 降壇） 
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○７番  

池田議員 

はい、７番。 

 

○笹原議長 はい、池田君。 

○７番  

池田議員 

南大隅町では、観光における３大名所として佐多岬、雄川の滝、そして原

にあります砲台跡があります。一方錦江町には、神川大滝、花瀬公園の千畳

石畳があります。そして本日、１番目に質問いたしました中で松崎砲台跡、

これをつけ加えまして、大隅半島南部の観光地として生かすならば、今後の

観光の目玉になるのかもしれません。現在の大隅南部の観光ルートは、次の

目的地までの時間ロスが挙げられております。新しい観光スポットや、土産

品店などの増設によりところどころに立ちよるスペースを設けないと、観光

客には喜ばれないものと考えております。そのようなことから、松崎砲台跡

などは観光地としてはとてもよい素材と考えるものですが、松崎砲台跡など

を先々こう、観光地化にするような考えはございませんか伺います。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 木場町長。 

○木場町長 先ほどの質問に教育長のほうでも回答がありましたけれども、町の指定文

化財に、今後、認定の協議を今してるっていうことですので、正式にそうい

う認定が出た後にまだ今整備といっても、以前からすると通り道がきれいに

整備されて、簡易な看板も建っておりますけれども、資源として価値がある

ということで文化財審議あたりで、認定を受けた後に具体的に整備計画を進

めてまいりたいと考えております。 

○７番  

池田議員 

はい。 

○笹原議長 池田君。 

○７番  

池田議員 

はい、本当に文化財審議委員のほうでですね、この認定を受けてもらえま

したら、本当に錦江町の新しい観光地にもなっていくものと期待しているも

のでございます。松崎砲台跡は、まだ余り知られていないところでもありま

すので、名所になれば、もっともっと観光客がふえるものと考えております。 

続きまして、鵜戸神社付近の国有林を国から払い下げして、観光地として

活用することの要望が出されたと思っておりますが、どのようになっている

のか、お伺いいたします。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 木場町長。 

○木場町長 鵜戸神社につきましては、周辺に町指定文化財となっている樹齢約 320 年

のもみの木などの樹木群が構成される社叢群（しゃそうぐん）を有する先人

から受け継いで、本町の貴重な歴史的価値の高い、資産、遺産であります。



- 9 - 

 

同神社につきましては現在もパワースポットとして人気の高い場所であり、

このような歴史的価値の高い場所については、周辺地を含め、なるべく手つ

かずのままの状態を保つことが、その付加価値をさらに高めることとなり、

結果として観光振興につながるものと考えております。ご質問にありました

要望につきましては、地域住民の方からお聞きしたところでありますが、こ

のようなことから新たな施設整備による観光地としての活用ではなく、手つ

かずの自然や歴史的背景をよくクローズアップさせる方法などにより、知名

度の向上を図り観光振興につなげていきたいと考えております。 

○７番  

池田議員 

はい、７番。 

 

○笹原議長 はい、池田君。 

○７番  

池田議員 

はい。この神社にはですねまず、３名の祭神としてウガヤフキアエズノミ

コト、それから豊玉姫、シオツチノオジが祭神として祀られております。先

ほどの回答の中にもあったわけですけれども神社の周りには、鵜戸野風景林

となっておりまして、面積は 5.84ヘクタールあるようです。鵜戸神社はもと

もと滝の下流にある大きな洞の中にあったとされ、現場での参拝が困難なた

めに、近津神社として近くに並列して、祀ってあると聞いております。近津

神社、鵜戸神社と一緒のことなのでしょうが、境内には大きなもみの木を中

心に、クスノキとか、イスノキなどの社叢郡（しゃそうぐん）が文化財とな

っております。最近あじさいロードや紅葉ロードの散策者も増えて、きてお

り、この鵜戸神社へも来られる方が多いようです。神社の下の川の反対側に

は、以前は大きな洞があり、歩いて中までいけたのですが、いつごろなのか

崩落いたしまして、現在はその中まではいけないようです。しかし、川沿い

を少し下れば小さな滝とその洞の入り口を見ることができます。風景林の一

部を国から払い下げしてもらい、道路を整備して何らかのパワースポットで

も見つけ出したらいい観光地になる可能性があります。これは全体的に国有

林を払い下げするというのではございませんので、一部をですねその川沿い

を一部、払い下げしてもらって歩道をつくり、ロープなど安全上を確かめた

上で、その洞が見える位置ぐらいまで行けるような、それから鵜戸神社、近

津神社から、境内から川へ下るところの、少しこう整備ができたらいいので

はないかという考えでございますが、この件につきましては、再度どのよう

に考えるか伺います。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 木場町長。 

○木場町長 国有地であるので払い下げをしてほしいというのは以前、そういうお話は
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お聞きしました。私の記憶では、神社庁と正式にこの協議ってした経緯はな

いのかなというふうに覚えていますが、聞くところによりますと、協議が非

常に難航するであろうということは予測されているというふうに聞いており

ます。先ほどの回答にもありましたとおり、何か建物をつくって整備をする

っていうのではなくて、清掃とかそういうのを美観を保つような感じの管理

というのは、別に所有権を移行しなくても、協議自体でできるのではないか

なと思いますので、改めてそこら辺については、神社庁だろうと思いますけ

れども、そこら辺とまた協議をさせていきたいと思います。 

○７番  

池田議員 

はい、７番。 

 

○笹原議長 はい、池田君。 

○７番  

池田議員 

はい。私たちが小さいころまでは体の弱い子どもたちがですね、その境内

にある、もみの大木の周りを何回も回れば、元気な子になれるということで、

私の同級生もそれにあやかったと伺っております。 

もしこの何かいろんな計画を進めるということになればですね、ならない

かもしれませんけど、まず、現在も鵜戸神社を世話してくださっている大原

自治会や、また周りの方々のご意見も、伺わなければならないと考えます。

最近、コロナ禍によりまして、観光が下火になっておりますが、withコロナ、

アフターコロナに向けましては、やはり観光資源が重要になってくると考え

ますので、そうした小さな取り組みも必要かと思います。これで、本日の私

の質問を終わりたいと思います。 

 （７番 池田議員 質問者席から降壇） 

○笹原議長 次に、１番、久保君の発言を許します。１番、久保君。 

○１番  

久保議員 

はい、１番。 

 （１番 久保議員 質問者席へ登壇） 

○１番  

久保議員 

皆様おはようございます。はい、通告書に従いまして質問させていただき

ます。私のほうから３事項にわたってそれぞれ質問させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

まず、地域交通システムの強化に関しての質問でございます。先ほど池田

議員からもございましたように、昨今の皆様方のご尽力いただきまして県内

でのコロナの感染者数も非常に少ない水準が続いてございます。また、町内

におきましても皆様方のご尽力によりまして、ようやくコロナ後を見据えた

ですね、取り組みが緒につきつつございますが、今後の交流人口、関係人口

の呼び込みに当たりまして、この地域の経済活動の核となります、交通シス

テムの強化が重要になってくる、そういった局面かというふうに考えます。
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そのような中でございますが、昨今こちら 2019 年だったというふうに記憶

しておりますが、肝属郡広域MaaS  Mobility as a Service 協議会、また、

大隅MMO Mobility Management Organization プロジェクト、このですね

2 つの実証がなされたかというふうに把握しております。このですね、地域

交通に関するこの実証の結果、これがどのような結果であって、今後ですね、

またこの町あるいは地域において、どのように実装化していくのか、そうい

った取り組みに関して、お聞かせいただければと思います。よろしくお願い

いたします。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 木場町長。 

 （木場町長 登壇） 

○木場町長 久保議員の質問にお答えいたします。令和元年６月、経済産業省、国土交

通省のスマートモビリティチャレンジに本町、肝付町及び南大隅町の３町で

応募し、選出されたことから、同年９月、３町と地域公共交通事業者からな

る肝属郡広域ＭａａＳ協議会を設立し、同年 12 月から翌年２月の期間にお

いて、南大隅町のネッピー館から宿利原を経由して、肝付町の高山温泉ドー

ム間を運行する３町合同事業の肝属温泉タクシーと、各町独自の実証実験と

して、本町では肝属温泉タクシーに接続するため、宿利原地区における住民

ボランティアによる自家用無償運行実施したところであります。 

その結果については、３カ月間の実証期間中に、22 日間運行し延べ 85 名

の利用があったところです。なお利用状況の内容から、宿利原地域コミュニ

ティセンターからネッピー館までが 84 名、高山バス停から錦江町役場まで

が１名となっております。 

また、大隅 MMO については、これまでの取り組みを今後、広域化するこ

とを想定して、肝属郡広域ＭａａＳ協議会から名称変更したもので、令和２

年８月鹿児島トヨタ自動車及びトヨタカローラと包括連携協定を締結し肝属

郡広域MaaS協議会で実施した事業を一般財団法人豊田モビリティ基金を活

用し、令和２年 12 月から令和４年３月までの期間で実証実験を行っている

ところです。ご質問の大隅ＭＭＯでの実証実験の結果及び実装化に向けた取

り組みについては、まだ事業が終了しておりませんので、今後示された実証

実験の結果を踏まえ３町で協議していきたいと考えております。以上です。 

 （木場町長 降壇） 

○１番  

久保議員 

はい。 

○笹原議長 はい。１番、久保君。 

○１番  今ご報告いただきましたようにまず、こちら、大隅広域ＭａａＳに関しま
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久保議員 しては３カ月間の実証で、85名のご利用があったというふうなことでござい

ました。一方このMMO、こちら大隅MMOですね、こちらに関してはトヨ

タモビリティ基金のご支援をいただいて、３町で今実証されているというこ

とですけども、今お話にございましたように一定のこういった実績はあった

と思うんですが、ただ一方お客様といいますか、利用者が利用する、例えば

本町でありますとこの宿利原からネッピー館といった、そういった区間に関

してはある程度利用は見込めるというところでございましたが、その高山か

らちょっと広域のルートになると非常に１名というところもあったかという

ところでございます。一方ＭＭＯに関しまして今実証の結果待ちというとこ

ろでございますが、今後ですねこのプロジェクトをどういうふうに運用して

いくかというのはある意味で１つ、このＭａａＳのほうでは出ておりますの

で、具体的な議論が必要かなというふうに考えております。また今進める事

業体というようなことで協議会が中心かと思いますが、こういったですね実

証の結果がどういったところで公表といいますか、なかなかインターネット

上で検索してもちょっと出てこない情報もございますので、そういったです

ねプロジェクトの結果がまとめた形で公開されているのかということに関し

て、追加でご質問したいと思います。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 木場町長。 

○木場町長 詳細については担当課長に答弁させます。 

○髙﨑政策

企画課長 

はい。 

○笹原議長 政策企画課長。 

○髙﨑政策

企画課長 

議員のご質問にお答えいたします。どこでまず肝属郡の広域ＭａａＳ協議

会の結果につきましては野村総合研究所のほうでですね、令和元年度スマー

トモビリティチャレンジパイロット事業の取り組み状況という報告がなされ

ておりますけれども、そこで先ほど町長が申しました、85名の利用があった

ということで、報告がなされているところでございます。それと今、実施し

ております、大隅ＭＭＯにつきましては、町長が申しましたようにまだの実

証結果が出ておりませんので、今後来年の３月まで待って、その後公表とい

う形になろうかと思います。これにつきましては、トヨタの財団の基金を利

用しておりますので、そちらのほうでの報告とかあるいは、各町でも今後、

報告をしていくことになるのかなというふうに考えております。以上です。 

○１番  

久保議員 

はい、１番。 

○笹原議長 はい、久保君。 
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○１番  

久保議員 

はい、ＭａａＳに関しましては野村総研様のほうで公表されているという

ことでございましたので、可能であればちょっとそういったですね情報をま

た町のホームページ等にリンクいただければと思いますので、よろしくお願

いいたします。また大隅ＭＭＯに関してトヨタ様の報告待ちというところで

承知いたしました。 

続きまして関連の質問でございますが、一方ですね町内のほうに目を向け

ますと、やはり山間部のですね地域、かなり多くございますが、そういった

方々のですね、日常の交通手段。高齢者の方々に特にお話を伺いますと、や

はりもちろん免許返納もございますが、免許をお持ちでない高齢者の方もい

っぱいいらっしゃるというところで、日ごろの買い物や通院、そして昨今衆

議院選挙等もございましたが、そういった選挙などにございましてどうして

も投票所までの足、その町中への足ってなると、なかなかやっぱり現行のコ

ミュニティバスが通っておりますが、やっぱり週に数本ということで、ちょ

っと少なく、中々その行きたいと思ったときに行けないというところでご苦

労されているような状況であるというところでお話を伺っております。 

そのような中でですね、今結構、高齢者の方々が乗り合わせでありますと

か例えば、そのお子様とかお孫様とかそういった方々にご依頼してちょっと

そういった、行事があるとかで運ぶっていうふうな形でございますが、例え

ば今ご報告いただいたですね、ＭａａＳ、ＭＭＯの実証結果等を活用して、

まずは実証結果でやはりそのある程度近い地域のご利用が多いということも

ございますので、そういった結果からしてですね、その町内で主要なやはり

ルートというのがあると思いますので、そういったところを中心としてです

ね、具体的なこの地域内のコミュニティー交通事業、仮ということで錦江町

のこのモビリティアズアサービス事業とそういったことを実施するような構

想あるいはアイデア、また方針等ございましたらお聞かせいただければと思

います。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 木場町長。 

○木場町長 ご質問のコミュニティバスは、大根占地区を運行しております、コミュニ

ティーバスのことだろうかと思います。現在の利用状況を 10 年前と比較し

ますと、月曜日の日に段中野を始発する便が 14 名から３名、火曜日の日に

桜原を始発する便で 13名から３名、水曜日の毛下始発の便で 37名から５名、

木曜日の丸尾始発の便で 33 名から 10 名、金曜日の白井始発の便で 11 名か

ら６名、全ての便において利用者が減少しております。この減少した原因が

議員ご指摘のバスの運行本数が少ないことによるものなのか、運行コースま

たは、運航時刻によるものなのか、あるいはこれまで利用されていた方々が
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高齢になられて、利用ができなくなったからなのかなどを調査した上で、ま

ずは現行のコミュニティーバスの利用促進を図るとともに現在実施しており

ます、大隅ＭＭＯの実証実験の結果を踏まえご質問にありました地域コミュ

ニティー交通事業の導入について、サービスの向上になるような検討をした

いと考えております。 

○１番  

久保議員 

はい、 

○笹原議長 １番、久保君。 

○１番  

久保議員 

はい。今、ご回答いただきたようにですね、各路線非常に利用者が減少し

ているというふうな現状があるかと思います。今、答弁いただいたようにで

すね、理由が何なのかというところで調査いただくということでございます

が、おっしゃっていただいたようにですね、果たして本当に便数なのか、あ

るいはそういったなかなか高齢者時代のそういったご利用が減っているのか

というところ、逆に言いますと今、実証なさってると思いますが、そういっ

た地域のですね皆様の実態、そういった、一体どういう状況で今、そういう

ふうに皆様が交通を利用されているかというところで精査していただいた上

で、またしっかりそういった地域にですね合った事業を実施いただければと

思いますが、既存のこのコミュニティバスですとどうしても路線が限られて

おりまして、運行日数、日時とやはりそういった費用の関係と、いろいろご

ざいますが、特にこのモビリティアズアサービスとなりますと本当にそうい

ったこと細かいこと多少人数の方々のですね、ニーズにくみ取ったようなそ

ういった運行するようなシステムでございます。ですのでそういったとこも

踏まえてですね、今これだけやはり利用者の方の数が限られているというと

ころでございましたら、逆にそういった利用者の方々がどういった形であれ

ば利用できるかというところでもう一度このサービスを組み直してですね、

早い段階でのそういった実装につなげていただくよう検討いただければと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして３点目の関連質問でございますが、現在、医師会立病院の移転

計画は進行しておりますが、その中でやはりこの病院の経営を支える、そう

いったところで非常に重要になりますのが、安定した稼働率、こういったお

客様、まだ来院患者数の皆様の来院される、そういった具体的な毎日の数と

いうところになってくるかと思います。そういった中で、やはりこちら医師

会立の皆様、お客様、患者の皆様の大きな比重といいますのは高齢者の方々

でございますので、今申し上げてきたようにですね、病院へのアクセス、こ

れをですねやはり充足していくことが非常に重要なポイントとなってくるか

と思います。そこで今病院のですね、いろいろ計画は進行しているところで
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ございますが、そこの開業に合わせて所将来的なこの地域内の無人運行です

ね、今の国のほうでもこういった脱炭素交通と合わせて検討、実証が進んで

おりますが、そういった地域内の無人運行も視野に入れた、こちら錦江町そ

して南大隅で、今回合同で今、病院の検討を進めておりますが、こういった

ですね両町を含めた形での地域脱炭素交通システム、仮称でございますが、

そういった実装に向けた本格的な実証をですね、今各省庁が国交省、環境省

を中心に出ておりますが、そういった補助事業ですね活用してそういった事

業ノウハウを持っている事業者を呼び込み、共同で実証していくことにより

まして、今後のですねこの病院開業時期に合わせた、そういったこの地域交

通システムを確立すると、そういったですね、実証を踏まえた実装に向けた

取り組みを行っていくそういった考えはないか、伺いたいと思います。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 はい、町長。 

○木場町長 現在大根占地区では、公共交通の脆弱な池田、神川、宿利原地区から老人

センター間に各地区決められた曜日に１日１便でありますが、コミュニティ

バスを運行しており、全ての便において、医師会立病院を含め大根占地区に

ある全ての医療機関を通過するようコースを設定してあります。今後、医師

会立病院が移転しても現在のコース内であり病院へのアクセスは、特に問題

はないと考えているところです。 

また、田代地区については１日３便のコミュニティバスが運行されており、

現在は、医師会病院に行くためには大根占バス停で路線バスに乗り変える必

要がありますが、病院の移転後は、乗りかえの必要がなくなるため病院利用

者の利便性は今より向上するものと考えております。 

議員ご指摘のとおり、医師会立病院の安定的な経営を支える方策として、

病院への交通アクセスの確保は重要であると認識しております。現在運行し

ているコミュニティバスにより、医師会立病院への交通アクセスはおおむね

確保しているものと考えます。 

しかしながら、脱炭素社会に向けた公共交通システムのあり方については、

今後取り組むべき課題の１つだと認識しておりますので、ゼロカーボンシテ

ィの共同宣言をしました南大隅町、肝付町とも連携しながら令和４年度環境

省等の事業の導入を検討してまいりたいと考えております。以上です。 

○１番  

久保議員 

はい。 

○笹原議長 久保君。 

○１番  

久保議員 

１番。はい。現行の町内の便に関しましては既存のコミュニティバスの路

線の変更というところでおおむねそういった需要をカバーできるというよう
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なところかと思いますが、一方でですね、今答弁でもございましたようにや

はり、町外、特に南大隅ですね。もう、その集客圏がほぼほぼもう一緒にな

ってまいりますので、ぜひその連携した具体的な協議を進め、来年度のです

ねそういった事業申請に向けて、検討を進めていただければと思いますが、

やはりこちら病院のですね、経営の目安として１日 70 人の患者の呼び込み

というところでございまして、例えば、今、町内ではこちら田代地区と大根

占地区というところでございますが、南大隅となりますと当然あちらの佐多

の方面までというところになりますので、その中でどのような、形で今後そ

ういった連携を踏まえた協議、またその具体的なですね、事業の導入という

ところは、早い段階で計画を立てて協議を進めていただければと思いますの

で、ぜひよろしくお願いいたします。 

続きまして２項目目の質問でございます。空き家対策定住施策に関してで

ございます。昨今のですね、皆様のご尽力によりまして、コロナ後を見据え

た取り組みというところがより進んでまいりまして、また地域の皆様、また

この地域以外の皆様、特に交流人口、関係人口を拡大していく中で多くの人々

にですね、再び本町に足を運んでいただきまして、滞在いただくことで本町

のファンになっていただくとともに、その後ですね、今後、この本町におき

まして、２拠点生活の拠点の１つでございますとか、移住をご検討いただく

ことで、定住促進を全体的に図っていただき、本町にこういった形でお進め

いただくことで人口減少に歯止めをかけ、ひいては少子高齢化に伴います厳

しい情勢下にある、本町またこの地域の担い手になっていただくことが期待

されるわけでございますが、そのような中でですね、本町の空き家バンクが

今ございますが、その登録件数がですね、なかなか５、６件というような状

況が続いておりまして、その中で賃貸というよりかほとんど売買物件が多い

という状況がございます。そのような中でですね、やはりこういった売買物

件がほとんどで数件の登録となりますとＵターン者でございますとか、移住

者の方にとっては、なかなかこのすぐ、そういった形で住もうというところ

を考えますと、少し選択肢が限られる状況なのかなと、いうふうに思われる

ところでございます。今こういったですね、空き家バンクの取り組みをされ

てますが、これをもうちょっとですねこういった件数の増加でありますとか

内容の充実というところが必要かなというところでございますが、どのよう

に改善していくか、お伺いしたいと思います。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 木場町長。 

○木場町長 空き家バンクの登録制度は平成 28年度から実施しておりまして、これまで

49件の登録があり、そのうち売買 11件、賃貸 20件の 31件が成約した一方、
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登録の取り下げ６件、登録保留２件、再登録３件、未成約７件となっており

ます。空き家バンクは、居住可能な空き家を無料で登録し、町のホームペー

ジに掲載し、情報発信しているもので、現在ホームページには５件登録され

ておりますが、所有者が登録内容を確認中のもの２件を加えて、今月中には

７件になる予定であります。 

登録促進に向けた取り組みについては、これまでも広報誌への掲載や固定

資産税の納税通知書へ空き家バンク登録のチラシを同封して呼びかけをする

などしておりますが、議員ご指摘のとおり、登録件数がなかなか伸びない現

状であります。 

その原因としまして、帰省時に利用したい、知らない人には貸したくない、

契約手続やトラブルの対応など面倒を避けたい、物件が古く貸す気も売る気

もないなど、さまざまな理由があるというふうに思っております。 

このようなことから、行政だけで登録件数を増やしていくことが限界を感

じておりますため、今後は、所有者と関係性が深い親戚や地域の方々、地域

の実情を理解されている議員の皆様、そして仲介や契約に関する手続など、

専門的知識を有する不動産業者など、さまざまな方々の協力をいただきなが

ら空き家バンクの登録促進を図ってまいりたいと考えております。以上です。 

○１番  

久保議員 

はい、１番。 

○笹原議長 はい、久保君。 

○１番  

久保議員 

はい。今答弁いただいたようにですね、今７件に向けて取り組みされてる

ということでございますが、やはり今ちょっとおっしゃっていただいた原因

というところで帰省時はやっぱりご実家で過ごされたりとかありますとか、

やはり知らない人にお貸しするのは少し不安であるとか、そのとおりの理由

かなというふうに思っております。 

一方ですね、やはりこういった空き家をやはりそのまま放置しておきます

と伺ったところによると、例えばその鳥獣被害、例えば猿であるとか、野良

猫とかいうか住みついたりとかですね、本当にあの、物件が古くなってその

帰省時にお住みになりたいというふうなご意見もございますが、一方やはり

数年経つとやっぱ雨漏りでありますとかいろんな被害があってどっちにしろ

その物件がですね、なかなかその住めない、住めないというかその滞在でき

ないでもそのままちょっと少し、どうしようもないからもう放置するってい

うところでかなりやはりその地区単位でですね、どんどんそういった空き家

なんだけども、もう活用ができないような空き家がどんどん増えていってる

状況なのかなというところでございます。 

今ちょっとお話にあったようなところでちょっと続けて２点目の質問に少
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し入ってまいりますが、そういった話がですね、本当に各自治会の皆様から

本当に伺っているようなところで、一方そういったやはり地域の事情という

のはその地域の方々がよくご存じであったりとかですね。あるかと思うんで

すが、ただ、今ございましたように、じゃあ、一方人に貸し出すとなります

と家財道具やその仏壇でありますとか、そういった家の中のものがですねそ

のままであったり、あるいはそのやはり物件が古いからとかそういったいろ

いろなご事情あると思うんですが、空き家バンク自体のですね登録を躊躇し

てる町民の方々っていうのがやはり多数、いらっしゃるように感じるところ

でございます。例えばではあるんですけども、今この空き家バンクといいま

すか町のほうで解体リフォームの支援はあるかというふうに思いますが、例

えばこういった空き家バンクへの登録条件として例えばこういった家財の一

時預かりサービス、あるいは処分費といったですね、こういった家の中にあ

るものに対してのそういった助成等の検討はできないかというところでお伺

いしたいと思います。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 木場町長。 

○木場町長 空き家にある不要な家財の処分については空き家バンクに登録していただ

ければ、空き家リフォーム支援事業補助金の中で家財道具撤去及び処理費に

5千円以上の経費が発生した場合に、20万円を上限に 100％交付する制度が

既にあります。この制度は平成 28 年 10 月に施行し、当時の補助額は 10 万

円が上限でありましたが、不要な家財道具を十分に撤去していただくため、

令和２年度に上限を 20万円に引き上げたところで、これまでの実績は 11件

の申請に対して、104万 2千円を交付しているところでございます。 

なお、議員のご提案の家財一時預かりサービスについては、個人財産を町

で預かるということは保管場所の確保や管理の面から、困難であると考えま

すので、これまでどおり必要な家財は所有者で管理していただき、不要な家

財は空き家バンクに登録の上、空家リフォーム支援事業補助金を活用してい

ただきたいというふうに考えております。 

なお、家財の一時預かりサービスのみの理由でバンクに登録できないとい

うか、バンクに登録を躊躇されているっていう方がどの程度おられるのか、

そこら辺の数字も確認しておりませんので場合によってはそういう聞き取り

調査というのも必要かなと考えております。以上です。 

○１番  

久保議員 

はい、１番。 

○笹原議長 はい、久保君。 

○１番  はい。今既存のですね、空き家バンクに登録のうえ、この空き家リフォー
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久保議員 ムを活用するというところが非常に重要かと思います。 

一方ですね今ちょっと答弁でもございましたように、やはり実態としては

このリフォームの実績として 11件の方はされたというとこなんですけど、逆

に言いますとやはりその数 100棟の空き家っていうのはやっぱり現実にござ

いまして、なかなかこのそういうことをしようっていう、何て言いますかそ

のお気持ちっていうかですね、がなかなかやっぱり所有者の皆様として動か

ない状況にやはり実態としてございます。 

例えばずっとひとり暮らしのお父さんもお母さんが亡くなられた後、ちょ

っとそのままどうしようかなっていうのが、数年続いたりとかですね。その

ときにやはり、なかなかその個人財産を預かるというのは難しいっていうふ

うにそのとおりだと思うんですけども、先ほどちょっと答弁でございました

不動産業者の仲介というところで考えますと、ちょっと厳密に言いますとこ

の家財道具を仮にその賃貸に出すとなりますと、残置物扱いになるので、例

えばその残置物を、例えば仮に空き家バンクに登録して貸し出すなったとき

にその１部屋あるいは車庫がございます。そういった車庫に残置物をまとめ

て入れることによってそこに関してはその賃貸のそういった条件から除外す

ることによって、個人の財産といいますか、そういったものは、別枠にして

法的なそういった賃貸で入ることは可能でございますので、例えばその町で

預かることはできないにしても例えばこの空き家バンクで登録する際に、そ

ういった家財に関してはその敷地内の何か１画、もしそういった小屋等なけ

れば、例えばコンテナ１つ、ちょっと物置１つでもいいと思うので、そうい

ったそれこそ 10 万円かからないような、その物置を１つその敷地内に設置

していただき、そこにお持ちの家財を全て入れ込んでそこに関してはその賃

貸に関してはなんら抵触といいますかその触ることができるような状況にす

るような形がもしできれば恐らくその所有者の方々もそういった形で敷地内

に１つ、こういった物置を入れて、あるいはしてくれるってことが空き家バ

ンクでの登録の中の手続であれば、非常にですね特にやはり大事にされてき

た家財でありますとか仏壇っていうのを、処分という形ではなくて、一応そ

の敷地内に置いておくということにして貸し出すというふうにすれば、少し

は何かこう、いきなりその処分かそうじゃないかだとなかなか選択肢として

難しいとこあると思いますので、ちょっとそういった形で何かその物置的な

ものの助成というやつかそういったものを設置する、その敷地内にですね、

そういったことはできないかということをちょっともう、少しまた追加でお

伺いしたいと思います。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 木場町長。 
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○木場町長 久保議員の提案は非常にいい提案だと思いますが、現実問題として敷地内

に仏壇とかそういう保存すべき品物を 10 万円ぐらいで、コンテナみたいな

のができればですね、実現可能かなと思いますが、今、実際お願いしている

のは、幾つかある部屋の一室に仏壇とかたんすとかっていうのを収納して、

利用される方がそこは使用しないようにっていうような形で相談をしている

ことはありますけれども、非常にそれでもちょっと、厳しいようです。あと

もう１つは、鹿屋ぐらいだったらいいですけれども、例えば鹿児島とか東京

大阪に、管理をする方がいらっしゃったら、どれを残してどれを処分するか

っていうためにわざわざ帰ってこないといけないと。そういうのも、登録を

億劫がる１つの大きな理由かなあと。そこら辺の費用については、今のとこ

ろ特段、町のほうで交通費を見るとかそういう制度がありませんので、場合

によってはそういうところも、一考すべきかなというふうに考えております。

今あの敷地内に別棟の簡易な倉庫を作ってそこに保存するっていう考えも１

つのアイデアということで、今後庁内で検討してみたいと思います。 

○１番  

久保議員 

はい、１番。 

○笹原議長 はい、久保君。 

○１番  

久保議員 

はい。今答弁でございましたようにですね、やはり遠方にいらっしゃいま

すと、そういったですね、やはりなかなかそういった家財の処分に関して、

こちらまでお越しになるというのがやはり難しい点もございますので、ちょ

っと是非ですね、敷地内でのコンテナといいますか簡易な物置で十分といい

ますか、必要十分かと思いますので是非、具体的にですね検討いただき、１

件でも多くのですねこの空き家バンクへの登録、そしてまたこういった、移

住者等、Ｕターン者等に対してですね、この貸し出せる物件がどんどん増え

ていくことを願っておりますのでぜひ、よろしくお願いいたします。 

続きまして少し個人の住宅ではなくて町営住宅等に関する質問というとこ

ろでございますが、現在の町営住宅等のこういった公営住宅がですね 300戸

以上あるかというふうに伺っておりますが、一方でですね、やはりどんどん

こういった公営住宅の老朽化している物件もございまして、随時更新してい

く必要があるかというふうに考えられますが、こちらの更新の際ですね、昨

今の国のほうでの 2030年の 46％削減というふうなところもございましてど

うしてもこういった公営住宅等であれば数十年、使うというところにも当然

なってくるかと思いますので、その際ですね、是非再生可能エネルギー設備

を導入し、エネルギーの地産地消を促すことでこういった公共住宅のですね、

脱炭素化を促すとともに、例えば太陽光や太陽熱等、そういった設備で十分

だと思いますが、そういったところを導入しますとやはり晴天の日はしっか
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り家庭で使えるぐらいの電力や、熱、お湯っていうのは十分に需給できるか

と思いますので、そういったところで低減が見込まれる光熱水に関しては例

えばこういった新規の入居の皆様に関しては例えば数年間は無料にしてです

ね、できればこの地域外からのそういった移住される方に対して、そういっ

たところをＰＲして、移住者等の入居に関しての誘導策等のそういった施策

は展開できないものか、お聞かせいただきたいと思います。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 木場町長。 

○木場町長 住宅に設置する再生可能エネルギー設備としては、太陽光パネルや太陽熱

温水器などが考えられますが、その内太陽光パネルについて、近隣市町に導

入実績の確認をしましたところ、大隅地域では鹿屋市が公営住宅の屋根に太

陽光パネルを約 10年前に設置した実績があるとのことでした。 

同市におきましては、売買契約単価が１キロワット当たり 30円のときに設

置し、売電収入については、住宅の維持補修用費用として充当しているとの

ことでありますが、現在は、経年劣化で年間の維持管理費用も増加しており、

今後の導入計画はないとのことです。また、他市町につきましても、導入予

定はないとのことでした。 

本町におきまして、再生可能エネルギー設備の設置が考えられる住宅とし

ては、港団地、芝山団地、京町団地等の集合住宅や一戸建てなどの木場住宅、

上原住宅、昇陽団地、松崎住宅などがありますが、既存の住宅に設置する場

合には、屋根への設置が可能であるかなどの構造上の問題や、設置費用等と

あわせて売電価格の低下、維持管理費などの増など、さまざまな問題がある

と考えられます。このようなことから、今後新たに町営住宅建設等の要望等

があった場合、長期的な住宅計画を策定する場合は、再生可能エネルギー設

備の導入を含めて検討していきたいと考えております。 

○１番  

久保議員 

はい。 

○笹原議長 はい、久保君。 

○１番  

久保議員 

はい、１番。はい。今鹿屋のほうで実績があるというところで 10年前のＦ

ＩＴ売電で導入されたということかと思いますが、やはりただ 10 年以上た

ちますと今、ございましたようにそういったメンテナンス費用もかかってま

いりますので、今後はですねより売電というか本当に自家発自家消費が主体

になってくると思いますので、今の答弁でありましたように今後ですね新規

で建てていく際はぜひ、この再エネ設備も屋根にしっかり設置をしてですね、

そこでの基本的に地産地消という形で導入していくというところでぜひ進め

ていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 
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続けて関連事項にはなってまいりますが、３番目の質問でございます。地

域の脱炭素化、またこのＳＤＧｓ事業を推進する促進するための組織づくり

に関してというところでございます。今ございましたようにこの脱炭素事業

がですねコロナ後における地域経済のグリーンニューディールと、大きな今

後のですね、地方の経済におけるこの公共事業の大きな柱の１つとなってく

るかと思いますが、恐らく今後早期にですね国のほうから、2030年をまず目

標とした、そういった公共施設ないしまたそういったですね、地域における、

主要施設の脱炭素に向けた恐らく計画を策定するようにというふうな流れが

来るかというふうに考えられます。一方ですね環境省を中心として、こうい

った地域の脱炭素移行、再エネ推進交付金という形で、早期にこの 2030 年

に先駆ける形でですね、この脱炭素地域をつくっていくための交付金が今準

備をされてございますが、ぜひ早期にですね、申請検討を行っていただきた

いというふうに考えておりますが、以前、９月議会等でも質問させていただ

きましたが、その後の進捗はどうか、伺いたいと思います。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 はい、木場町長。 

○木場町長 本町は令和２年３月、錦江町再生可能エネルギー導入マスタープランを策

定するとともに、令和３年７月には、肝付町、南大隅町と３町で 2050 年ま

でに温室効果ガスの排出実質ゼロを目指すゼロカーボンシティの共同宣言を

表明しました。地球温暖化が原因とされる世界各地での気温上昇や、記録的

な豪雨などの自然災害の頻発は、気候危機ともいうべき状況にあり、地球温

暖化対策は世界的な喫緊な課題となっております。 

このため本町でも、この課題解決に向けて町民、町内事業者の脱炭素行動

の促進、民間事業者による再生可能エネルギー導入の促進、木質バイオマス

発電の推進を掲げ、取り組みを進めているところでございます。 

ご質問の地域脱炭素移行、再エネ推進交付金につきましては、意欲的な脱

炭素の取り組みを行う地方公共団体に対して、令和４年度から令和 12 年度

までの複数年度にわたり、継続的かつ包括的に国が支援する事業であり、こ

れまでの本町の取り組みを継続強化し、マスタープランを推進する観点から

も本町にとって大変有意義な補助事業であると考えられます。 

現在のところ具体的な検討作業には入っておりませんが、担当省庁である

環境省に事業スケジュールの問い合わせをしたところ、12月末に同事業のガ

イドラインが公表されるということですので、内容を確認した上で、事業申

請に向けて各関係課と協議を進めてまいりたいと考えております。 

○1番  

久保議員 

はい、久保君。 
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○笹原議長 はい、１番。 

○1番  

久保議員 

はい。本町のですねマスタープラン等、関係計画ございますが、ぜひこの

推進のためにですね、12月の末にそういった具体的な募集要項等出るという

ところでございますので、ぜひ検討をですね早い段階で加速させていただき

たいというふうに考えるところでございます。 

またこの地域のですね、こういった計画となりますので、７月にゼロカー

ボンシティを宣言された肝付町、南大隅町ございますので、そういった連携

も視野に入れたですね、早期のこういった協議、計画を進めていただきたい

というふうに考える次第でございます。 

一方ですね、次項の質問になりますが、こういった先進自治体と言われま

すが、例えばこういったＳＤＧｓ未来都市そういったですね、自治体また、

こういったＳＤＧｓ未来都市ではなくても、そういった取り組みをどんどん

進めていらっしゃる自治体では、こういったＳＤＧｓ事業、また、地方創生

事業それに関します環境行政、エネルギー行政や、ごみ処理、リサイクル行

政等統括するための、担当課が設置されている自治体がほとんどでございま

す。一方ですね、本町では神川におけますサテライトオフィス事業でありま

すとか、こちらの田代支所でのバイオマス事業、また京セラとの自己託送実

証事業など、さまざまな先進的な取り組みを行っておりますが、今、現状と

して管轄、担当課がですねそれぞれというところもございますが、こういっ

たですね、事業のシナジー効果、相乗効果でありますとかＰＲ効果、またこ

の事業の運営のですね、合理化を図る観点から、これらのＳＤＧｓ、こうい

った取り組みに関するですね、事業を統括して今後やっていくというのが非

常に大きな意味合いを持つかと思います。仮称ではございますが、今後です

ね今各課にございます、これらの事業を統括し、この地域のＳＤＧｓ、未来

をつくるというふうな方針を掲げる、こういった担当課また未来環境課とい

ったようなですね、こういった再編検討を行ってはどうかというふうに考え

る次第でございますが、考えをお聞かせいただければと思います。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 木場町長。 

○木場町長 現在政策企画課が所管する地方創生に関する業務、住民税務課が所管する

環境衛生、廃棄物処理業務、また、産業建設課が所管するエネルギー政策に

関する業務等について、事務事業の効率化や相乗効果を図る観点から、組織

を再編統合してはどうかとのご提案でございますが、これまでも、役場の組

織の機構改革や業務改善などについては、継続的に検討してきているところ

でございます。 

現在におきましても、自治体の情報システムの標準化、共通化、行政手続
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のオンライン化など、さまざまな業務内容や組織構造を見直し、再設計する

ためのＢＰＲの取り組みを行うための検討も進めているところでございます

が、現段階において、議員ご提案の課を新設するかどうかにつきましては、

来年度予算との整合を図る必要もあることから、引き続き、検討させていた

だきたいと考えております。以上です。 

○１番  

久保議員 

はい。 

○笹原議長 はい、久保君。 

○１番  

久保議員 

はい。来年度検討も引き続き行っていただくというところでございますが、

やはりいきなり全てをってなるとなかなか難しい点もあるかと思いますの

で、直近でございますと例えばこの再エネ交付金に関して、そういった等々

なかなか今現状で各課でそれぞれの計画でありますとか、現場での運営とい

うのを行っているところもございますので、まずはそういった各事業ごとに

ですね１つ、一本化できるところがあればそういったところをしっかり担当

ですね、また再編させていく、そういった中で将来的にですね、これら町の

大きな事業の柱になっていくであろうこのＳＤＧｓに関して、統括するよう

な形でですね再編をぜひ検討していただきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

次、最後の３つ目の項目でございますが、他方ですね、昨今こういったＳ

ＤＧｓ事業に関連する各業務特にこういったエネルギーでございますとか、

環境というところに関しましては、やはりなかなかこれまでの地方自治体で

ですね、管轄してこなかったそういった専門領域でございまして、やはりそ

の一部の業務にですね、高度の専門性を必要とするような、そういった業務

はあるっていうふうな実態もございます。そうなった場合がですねやはり担

当職員の皆様に過大な負担をかける可能性もございますので、なかなかです

ねいきなりそういった事業できるかというと、やはり大きな障害といいます

か、なかなかうまくいかないというとこもあるかと思いますので、今一方で

内閣府や総務省等のそういった補助事業でこれらの専門員の方のですね、派

遣制度等も用意されているようでございます。こういったですね、制度を柔

軟に使いながら、先ほどの再編検討でございますが、そういった検討を行っ

ていただきまして、具体的にですね、事業まず進めるに当たっては、こうい

った専門の方々の知見、あるいは民間の皆様方のご知見そういったところの、

そういった皆様のご支援もいただきながら事業を加速していただきたいとい

うふうに考えてございますが、町としての考えはどうか、お聞きかせいただ

きたいと思います。 

○木場町長 はい。 
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○笹原議長 木場町長。 

○木場町長 先ほどの質問にも関連しますけれども、ＳＤＧｓ関連事業に限らず、デジ

タル技術を用いた自治体業務の効率化や高度化の取り組みである自治体ＤＸ

の推進など今後、新たな業務を遂行するに当たり、議員のおっしゃるように、

専門的な知見やノウハウを有する外部の専門家の力を必要とする場合も想定

されます。 

専門家の派遣制度につきましては、総務省の地域力創造アドバイザー制度

や地方創生人材支援制度などが設けられておりますので、来年度予算との整

合を図りながら、組織機構の改革などと絡めて、必要な検討を進めていきた

いと思います。以上です。 

○１番  

久保議員 

はい。 

○笹原議長 はい、久保君。 

○１番  

久保議員 

１番。はい。今ございましたようにやはりですね、これまでこういった環

境エネルギーそしてデジタルという分野は本当にここ数年で、急速に変革と

言いますかそういった変化が求められている領域でございまして、なかなか

やはりこれまでの取り組みの中とは少し違った観点からも必要になるという

ところでこういった外部の専門家の皆様、そういった関係者の皆様のご協力

をいただきながら、取り組んでいくということが非常に重要かというふうに

考えます。 

一方やはり予算でありますとか、こちらの多方面の準備等もあるかと存じ

ますので、そういったところをしっかり勘案しながらですね、なるべく早い

段階で具体的なこういった組織づくり、またそうした各種事業の推進を進め

ていただきたいというふうに考えるところでございます。それでは以上、私

の質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 （１番 久保議員 質問者席から降壇） 

○笹原議長 ここで、休憩をいたします。11時 30分から再開いたします。 

 休憩 11.：20 

再開 11：30 

○笹原議長 それでは休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

次に、９番、小吉君の発言を許します。９番小吉君。 

○９番  

小吉議員 

はい、９番。 

 （９番 小吉議員 質問者席へ登壇） 

○９番  

小吉議員 

皆さんこんにちは。今日は、通告にしたがいまして１点だけ質問させてい

ただきたいと思います。 
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有害鳥獣対策についてということで質問させていただきます。 

近年の鳥獣被害は年々増大し、本町のみならず全国同様に危惧されている

問題だと認識いたしておるところでございます。鳥獣被害対策は、今日まで

個々で対応し、鳥獣の捕獲等は猟友会等に担ってもらっているのが現状であ

ります。 

その担い手の中心である猟友会や就農者の高齢化も進み今後、対策に苦慮

することが想定されます。特に中山間地域においては、今日、耕作放棄地が

増大し、鳥獣の住処が増え、ますます鳥獣被害が増え、就農意欲の低下につ

ながり、自給率の低下を招いているところでもございます。このような地域

においては、現在自治体で実施できる有害鳥獣対策等では、今後、農地を保

全しながら、農業振興するには限界があると認識しているところでもござい

ます。 

他方で、世界の食料事情がひっ迫する中、これ以上中山間地域の自給率低

下は何としても阻止しなければならないと考えておるところでございます。

この状況は、全国同様に我が国における今後の最重要課題であろうと考えて

いるところでもございます。そこで、本町の過去５年間の被害状況と、捕獲

頭数、猟友会のメンバーの推移はどうなっているのか、お伺いいたしたいと

思います。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 はい、木場町長。 

 （木場町長 登壇） 

○木場町長 小吉議員の質問にお答えいたします。過去５年間の農作物被害額の状況で

すが、錦江町農林技術連絡協議会の調査結果によりますと、平成 28 年度は

1,787万 4千円、平成 29年度 1,719万 7千円、平成 30年度 1,662万 2千円、

令和元年度 1,630万円、令和２年度 1,566万 8千円となっており、少しずつ

ではありますが、被害は減少傾向にあります。 

また、捕獲頭数につきましては、被害対象鳥獣類のイノシシ、サル、タヌ

キ、アナグマ、ノウサギ、シカ、カラス、ヒヨドリ、キジバト、ドバトの総

個体数で平成 28年度・平成 29年度が 189個体、平成 30年度が 281個体、

令和元年度が 956個体、令和２年度が 1,861個体となっております。 

なお、令和元年度から急激に捕獲個体数が増加したのは、有害鳥獣捕獲実

施隊を設置して、活躍いただいている成果であります。 

次に、錦江町の過去５カ年における、登録猟友会員の推移ですが、平成 28

年度、平成 29年度が 70名、平成 30年度が 76名、令和元年度が 83名、令

和２年度が 86 名と増加傾向にあります。こうした傾向は、自分の作物は自

分で守るという意識の向上と、狩猟免許取得補助金や狩猟者登録補助金等の
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制度の充実が、その主な要因だと考えられます。以上です。 

 （木場町長 降壇） 

○９番  

小吉議員 

はい。 

○笹原議長 はい、小吉君。 

○９番  

小吉議員 

今町長から、被害状況を過去５年間の実績を聞いて、あれ、私の想像以上

に、これは被害金額が少ないなというようなふうに認識をしたわけでござい

ます。当然、過去５年間の流れの中であれば、増えているのかなと思いまし

たけれども、今総合的に話を聞きますと、そういう感じで猟友会の皆さんが

頑張っておってされているというような実績の話を聞いてですね、さすがに

よく猟友会の皆さん頑張っておられるなということでございます。 

そこであのちょっと今、町長の答弁の中で実施隊の猟友会のメンバーが、

頑張っておられるということでございましたけれども、私の持ってるデータ

の中ではですね、イノシシが平成 28年 143頭、平成 29年 123頭、平成 30

年 227頭、令和元年 428頭、令和２年 633頭ということでですね、令和元年

から２年にかけて特に 28年 143 頭と令和２年の 633 頭を比較しますとです

ね、４倍以上のイノシシの捕獲数になっているわけでございます。ここには

実施隊の投入があろうかと思いますけれどもそこのところの流れはどうでし

ょうか。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 木場町長。 

○木場町長 詳細は担当課長に答弁させますが、明らかに実施隊を設置したのが大きな

要因だろうと思われます。 

○宮園産業

振興課長 

はい。 

○笹原議長 産業振興課長。 

○宮園産業

振興課長 

ただいまの小吉議員の質問にお答えいたします。今町長も申しましたとお

り、この実施隊の設置がですね、本当に効果を出てるというふうに思ってお

ります。皆さんもご存じのとおり、神川の１名の方がもう退職されまして、

駆除に当たっていただきまして、新聞でも報道がありましたとおり、活躍さ

れておりますので、それが主な要因であります。以上です。 

○９番  

小吉議員 

はい。 

○笹原議長 小吉君。 

○９番  

小吉議員 

今課長のほうから神川の方が、特に捕獲頭数が多いというような発言がご

ざいましたけれども、ちなみに、猟友会のメンバー、70 人から 86 人ぐらい
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になっているわけですけれども、実施隊、あるいはその神川のスーパーの狩

人さんがですね、何割ばっかり捕っておられるのかですね、捕獲頭数はです

ね、これはなかなか数に出てこれないと思いますけれども、感覚でいいので

すので、どれぐらいの割合をとっておられるのか、お聞きしたいと思います。 

○宮園産業

振興課長 

はい。 

○笹原議長 産業振興課長。 

○宮園産業

振興課長 

今ここに資料持ち合わせませんですけれども、感覚によりますと３割から

４割かなというふうに、感じているところであります。以上です。 

○９番  

小吉議員 

はい。 

○笹原議長 小吉君。 

○９番  

小吉議員 

１人で３割から４割ということは大変な数字でございます。ぜひ頑張って

いただきたいと思います。 

そこでですね、猟友会が 70人から 86人に増えたわけですけれども、これ

は適切な、推進、あるいは補助金かれこれの流れがあろうかと思いますけれ

ども、今どういうふうな猟友会員に対してですね、補助を行っているのか。

そういう感じでどうしても頑張ってくださいという意味でやっておられると

思いますけれども、そこのところはどうでしょうか。 

○宮園産業

振興課長 

はい。 

○笹原議長 はい、産業振興課長。 

○宮園産業

振興課長 

今の質問にお答えいたします。まずですね、令和２年度の実績ですけれど

も、２つの主な補助事業ありまして、１つはですね新規の方、免許を取られ

た、取得に関する補助事業ということで、大根占地区はですね、令和２年度

で１人、それで令和３年度にですね、田代地区が３名、大根占地区が２名と

いうことで、計の５名ですね。２年度から、３年度にかけて６名の方が、新

しく免許を取られたということで、この方につきましては、１万円の補助を

しているところであります。 

それから、もう１つの補助のほうはですね、狩猟者登録補助事業というこ

とで、ここにつきましては、令和２年度がですね、田代地区で 39 名、それ

から、大根占地区が 38人、計の 77名。そして、総額で申しますと、123万

6,800円補助をしております。これにつきましては、県税であります狩猟税、

それから登録料、それから会費ということで日本の猟友会、それから県の猟

友会それから支部の猟友会ということで、会費を補助しているところであり

ます。それから３年度につきましても、田代のほうでですね、３年度につき
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ましても 36 名の 53 万 6,900 円、大根占地区につきましても４２件の 70 万

飛び飛び 900 円。合計の 78 名の 123 万 7,800円ということで、免許に関し

て登録に関してそのような補助をしておりますので、やはり会員のほうが維

持されているのかなというふうに分析しているところであります。以上です。 

○９番  

小吉議員 

はい。 

○笹原議長 小吉君。 

○９番  

小吉議員 

今のお話を聞いとってやっぱり手厚い補助金があってこの猟友会の組織か

れこれ、流れてるんだなというふうに理解するわけでございます。そこでで

すね今、先ほどの町長の答弁にございましたとおり、相当額、被害は軽減さ

れて、例年 1,600 万、1,500 万の流れでいっているわけですけれども、本町

のですね、このごろよく、鳥獣被害の件でサルの被害が云々田代地区でサル

が出たというようなことでよく、放送であるわけですけれども、今現在、サ

ルもですけれども、鳥獣全体で今、町でですね、問題になってるところがご

ざいましたら教えていただきたいと思います。 

○宮園産業

振興課長 

はい。 

○笹原議長 産業振興課長。 

○宮園産業

振興課長 

今の小吉議員の質問にお答えいたします。サルの捕獲につきましてはです

ね、統計から申しますと、平成 28 年が大根占地区で２頭、それから、平成

29 年が１頭、そして平成 30 年が１頭、そして令和１年が４頭ということで

それから令和２年がですね、８頭ということでですね、総体で 16 頭、捕獲

はされてます。ただですね、エリアが大根占地区だけということで、ここに

つきましては、森林の中で、そういう駆除をされたということでですね。現

在、田代地区のほうでですね、サルが出まして、そこは人家が多いもんです

からなかなか鉄砲といいますか銃をですね、なかなか銃で、仕留めるといい

ますか、そうできないということでですね、今罠をですね、４つですね、４

個ほど設置をしまして今、様子を見ているところです。以上です。 

○９番  

小吉議員 

はい。 

○笹原議長 はい、小吉君。 

○９番  

小吉議員 

今、課長から罠の問題が４つということでありましたけれども、私ももう、

10年ぐらい前ですか、佐多のほうで大型のですね、４ｍ、５ｍぐらいの郭で

捕獲をしたという、テレビ番組を見たことがございますけれども、猿の捕獲

機というのはそういう考え方でいいわけですか。 
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○荒木産業

建設課長 

はい。 

○笹原議長 産業建設課長。 

○荒木産業

建設課長 

小吉議員の質問にお答えいたしたいと思います。サルの捕獲用の罠につき

ましては、確かに専門的な大型の今、議員がおっしゃられた大型の専門の、

捕獲機があることは承知しておりますが、現在、田代の大根田地区を中心と

しますところの猿被害における４カ所の罠については、イノシシの捕獲の罠

がありますけれども、それよりもちょっと１回り小さい猿用といいますか、

運搬が簡易なものを４つ設置している状況であります。 

○９番  

小吉議員 

はい。 

○笹原議長 小吉君。 

○９番  

小吉議員 

捕獲実績がありますか。 

○荒木産業

建設課長 

はい。 

○笹原議長 はい、産業建設課長。 

○荒木産業

建設課長 

残念ながら実績は上がっていないところでありまして、地域の自治会長さ

んやら連携いたしまして、威嚇ですね、音の出る鉄砲ですとか、あと打ち上

げ花火ですとか、あと役場のほうでも、駐在所の警察官の方とも連携しまし

て、巡回等を行っているところではあります。かなり人馴れしておりまして、

人家の近くに空き家等が多く、裏庭も広くそこがもう完全に住処になってい

るというような現状になってしまっております。以上です。 

○９番  

小吉議員 

はい。 

○笹原議長 小吉君。 

○９番  

小吉議員 

この猿の害というのは恐らくですね、私も今後、猿害が増えるのではない

かなと。また捕獲にしても、あれはちょっと、厳しいのかな、知恵がありま

すんで、難しいのかなと思ったりもしますけれども、最善を尽くして頑張っ

ていただきたいと思います。 

それでは次にですね、これが本題といえば本題なんですけれども、冒頭に

申し上げましたように、高齢化が進んでいる今日、個人での対策には限界が

ございます。そこで肝属郡、曽於郡、議員有志で有害鳥獣対策の見直しにつ

いて、一般質問で問題提起して、連携をした取り組みついてを計画してござ

います。参加市町は、曽於市、志布志市、大崎町、鹿屋市、垂水市、東串良

町、肝付町、錦江町、南大隅の４市５町の議員の皆さんが、有害鳥獣対策に
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ついて、今後同様の認識に立ち、連携した取り組みができるのではないかと

いうことで考えております。そこで農地を守るための、ワイヤメッシュや電

柵等の設置、耕作放棄地を解消し、農地を維持する組織の設置、あるいは、

事業者等に工事発注などを地方公共団体が行う場合、地方交付税で賄える施

策を講じてもらえれば、問題の解決につながり、我が国の中山間地域農業の

振興の一助になると考えておるところでございます。 

今日、現在地方自治体が実施できる施策ではなく、被害を食いとめ、農地

を保全できる事業を地方自治体が柔軟に取り組めるよう、国策として抜本的

な政策の見直しが必要でないかと考えておるところでございます。本町等が

中心になって、問題提起し、地方自治体と連携し、国等に政策の見直しを提

言すべき時期が来ているのではないかと考えますが、町長の見解を伺いたい

と思います。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 木場町長。 

○木場町長 有害鳥獣被害が、農家の就農意欲を減退させ、耕作放棄地等の増加を招く

とともに、食料の自給率低下を招いている現状は議員のご指摘のとおりであ

ります。本町では有害鳥獣対策としまして、２つの施策を重点的に実施し、

一定の効果を得ております。 

１つ目は、イノシシ等の有害鳥獣の個体を減らすこと、２つ目は、電気柵

等でイノシシ等の有害鳥獣を寄せ付けないことであります。 

町としてしましても、今後も錦江町猟友会と連携しながら、できるだけ個

体を減らす活動と国庫事業であります、電気柵の設置等を推進してまいりた

いと思います。このため、今のところ国庫補助事業等につきましては要望ど

おり、予算を配分していただいているところではありますが、このような実

態を踏まえ、大隅地域懇話会等で、県や近隣市町と連携し、鳥獣捕獲報償金

や鳥獣妨害防止用の電気柵など、有害鳥獣対策費のさらなる予算拡充の要望

を引き続き、国等に対して行ってまいりたいと考えております。以上です。 

○９番  

小吉議員 

はい。 

○笹原議長 はい、小吉君。 

○９番  

小吉議員 

今、町長もご承知のとおりですね、鳥獣を寄せつけない、特にイノシシ、

アナグマとかああいう関係ですけれども、これは３人組でですね、１町歩の

面積、１町歩以上の面積を補助をいただいてやっているわけでございます。

私が、心配するのはですね、もう今から高齢化が進んで、耕作放棄地が増え

る。例えば、町長ですね、今、大根占校区を例えにしてみますとですね、上

之宇都のあそこの水源地からですね、山之口のあそこのなんていうんですか、
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山の裾野にかけてイノシシが上之宇都からどんどん、走っております。特に

上之宇都の集落の田んぼかれこれはですね、イノシシが来てもうたまらんと

いうような嘆き節を聞くわけでございます。まあ、それで１人、２人ではあ

る程度対策をするわけですけど、なかなか厳しいよなと。これが、将来的に

突破口が破られて下の恐らく、田んぼに、ハウスに来なければいいがなとい

うような危惧をしているわけでございます。それで国策を今お願いするのは

ですね、全長が上之宇都から山之口まで、山の裾野やがっ 1.5 キロばかりあ

るはずなんですけどもああいうところに、ワイヤメッシュを将来的に張らん

ないかんのかなというようなふうな、個人的な考えを持っているところでご

ざいます。そうでないと、恐らく、突破されて被害がどんどん拡充するので

はないかなというふうに思っておるところでございます。 

そういうことで、この案件は、４市５町の議員の有志で鳥獣被害について、

首長にお願いしてですね、これを何とか被害を避けるために皆さんで、みん

なでお願いしようと、９月議会と 12 月議会でほかのところも鳥獣被害につ

いて首長に頑張ってくれというような感じで、質問するところでございます。

今１度ですね、町長に、お願いですけれどもやっぱり、この問題は本当、先

ほど答弁にございましたとおり、大隅地域行政懇話会等あるいは、いろんな

県、近隣市町の会合があろうかと思います。また大隅総合開発期成会等もで

すね、あったりもしますんで、もう事あるごとにですね、今後国への要望を

していただきたいと思うわけでございます。今１度お願いいたします。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 木場町長。 

○木場町長 先ほども答弁しましたけれども本町の取り組みとしては、有害鳥獣の個体

を減らすこと、電気柵等で有害鳥獣を寄せつけないこと、この２つを実現す

るために国の補助であったり、町の単独であったり取り組みをしております。

捕獲隊の設置については、近隣市町からも非常に評価をいただいておりまし

て、先ほども申し上げましたとおり、個体数も非常に伸びております。そう

いうことから、あわせて今度は議員がおっしゃるとおり、広域的な取り組み

をするためには、やはり国県への働きかけが必要だというふうに思いますの

で、電気柵の国の補助事業、今のところ予算、要望については、要望額どお

り予算は配当されているようでありますけれども、今後とも引き続き、予算

の確保であったり鳥獣被害に対する国県への要望活動を引き続き進めていき

たいと思います。よろしくお願いします。 

○9番  

小吉議員 

はい。 
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○笹原議長 小吉君。 

○9番  

小吉議員 

はい、ありがとうございました。とにかくこの案件は、４市５町の有志の

議員が一斉に、首長にお願いした案件でございますので、どうかひとつ、今

後とも有害鳥獣対策についてですね、国に見直しの提言をということで締め

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。終わります。 

○笹原議長 それではここで休憩に入ります。午後の会議は１時から開始します。 

 休憩 12：00 

再開 13：00 

○笹原議長 休憩を解いて、会議を再開します。次に、２番、久本君の発言を許します。

２番、久本君。 

○２番 

久本議員 

はい。２番。 

 （２番 久本議員 質問者席へ登壇） 

○２番 

久本議員 

それでは、事前にお知らせしました３つの質問をさせていただきたいと思

います。 

まず１つ目ですが、錦江町役場前に道路と交流センターに続くところに点

字ブロック、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていると思いますが、こ

ちらが、正面玄関から出てる部分、数ｍ分は、埋めこまれているタイルなの

で、大した破損がないのですが、そこから道路に向かってる分と、交流セン

ターに向かってる分ですね。こちらがタイル式なため、４つ、５個、大体そ

れぐらいが剥がれた状態があると。これが特に道路に近いところは、昨年の

夏ぐらいから、剥がれた状態が続いているように、私は把握していると思い

ます。そこでですね、点字ブロック自体は視力がない、または視力が弱い人

が、歩きやすいために設置しているものだと思いますが、これを設置した理

由と、運営管理方法をお聞かせ願います。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 はい、木場町長。 

 （木場町長 登壇） 

○木場町長 久本議員の質問にお答えいたします。役場駐車場内に設置してあります、

現在の点字プレートは、令和元年に竣工いたしました、総合交流センターの

設置にあわせ整備したものであり、国道側入り口から役場本庁舎と総合交流

センターまで誘導できるよう、敷設されております。 

点字プレートを設置した理由につきましては、総合交流センターが、町民

の教養の向上、文化の振興、健康の保持及び増進を図るとともに、災害等の

非常時における活動支援の拠点施設となっており、視覚障害者を含む多くの

町民の利用を設定したもので、バリアフリーに配慮した建物である必要があ
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ったためであります。 

議員ご指摘のとおり、駐車場内でも、特に自動車の往来が多い箇所につい

て、点字プレートの一部が剥がれていることを確認したことから、早急に補

修するよう担当課に指示したところであります。今後につきましては、点字

プレートの敷設状況はもとより、点字プレート上に物が置かれてないかなど

を含め、管理を徹底してまいります。終わります。 

 （木場町長 降壇） 

○２番 

久本議員 

はい。 

○笹原議長 はい、久本君。 

○２番 

久本議員 

はい、２番。はい。答弁の中で、今ある問題を把握して、管理、ちゃんと

修繕していくという答えだったので、そちらは引き続きよろしくお願いしま

す。ただ、今答えがありましたように、交流センターができたときに、町民

さんに使いやすく、また、障害のある方が、より安全に使えるような形で設

置したという思惑があったはずなので、これが、実際誰に向けてつくったか

というのをきちんと把握、管理されて、もしそれがうまく機能してないので

あれば、早急に問題として、把握していただいて対応していただければと思

います。 

では次に、引き続きまして、ＧＩＧＡスクールへの取り組み、運営、問題

点について質問させていただきます。ＧＩＧＡスクールへの取り組み、現在

までの運営で出た課題や問題点があればお聞かせください。また、国のＧＩ

ＧＡスクール構想とは別に、町独自の取り組みがあれば、あわせてお聞かせ

願いたいと思いますが、ええとですね、ちょっと、これとはまた関連すると

ころで、よそであった事例と、私のちょっと思うところを少々お話しさせて

いただければと思います。 

昨年に、学習用デジタル端末ですね、パソコンだったりとか、タブレット

等を使って文字で会話するチャット機能というのがありまして、これを使っ

て文章、言葉によるいじめが行われたことによって、児童の尊い命が失われ

たという事例があります。 

この問題が起きた学校では 2017 年からＩＣＴ環境を本格的に推進して、

LTE通信、これはＷｉ－Ｆｉと同じようなもので、屋外に強い回線だと思っ

ていただければ、いいと思います。これを、小中学校に配備するなど先進的

な取り組みで知られていた学校で起こった事件で、亡くなった児童が通う小

学校はＧＩＧＡスクール構想推進に指定された３校のモデル校の１つとし

て、取り組んでいたということです。これがモデル校として取り組んではい

たのですが、実際にはフィルタリング、情報制限やモニタリング、監視確認
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等が行われていなかったと。使っていたアカウントＩⅮも学校番号、入学年

度、通し番号３桁。初期パスワードは全て利用者共通と。つまりこれは何を

言ってるかというと、設定を変えなければ、同級生等の通し番号を変えれば、

その人になりすませるということなんです。実際これが問題が起こったこと

で情報開示を求められると、学校側は、ハッキングされて、情報を消された

ので、復旧してもわからないという回答だったそうです。これが、実際、Ｉ

Ｐアドレスとかですね、ログを解析すれば、ある程度絞り込みは実際できる

んですが、特に、複数回やりとりがあったとしたら、もっと解析の精度等は

上がってくるということですね。 

あともう１つこれ、突っ込んで話をするとハッキング、要は不正アクセス

があった場合だと、それはまた別問題として、取り組むべき問題として、や

っていくことがあると思うんですね。 

このハッキングがどういう問題かというと、基本的には、不正アクセスな

ので、利用者以外の方がデータベース等に入ることができると。そこで何が

できるかというと、情報を消したりとか、情報を改ざんしたりということで、

そこにバックドアというそこで作業できるスペースをつくってしまうと。ま

た、別の犯罪もしくは不正アクセスの温床になってしまうという可能性があ

ります。これが１番何が問題かというと、このいじめの手段としてＧＩＧＡ

スクールの環境やデジタル端末が使われたというのがありますが、これより

は、もっと悪いのは基本的なセキュリティーポリシーが守られないで、ずさ

んな運営した学校側の管理者と、あと学校のいじめが出たときの、その後の

対応というのが問題であったと私は思っております。 

そこで、ＧＩＧＡスクールではやはり新しいもの、ここ数年で進められて

いることが多いとは思うんですが、そこに、新しいものが加わることに出て

くる問題の対策ですね。情報モラル教育やネットリテラシーへの取り組みも

必須であると考えております。ちょっと片仮名、アルファベットが多かった

んで、ちょっとわかりやすく説明すると、包丁自体が料理をする道具ですと。

これも場合によって使い方によっては人を殺めることもできる道具になって

くるということですね。これを最初にどうすればいいかというと、利用する

児童の方にきちんとどういう使い方をするかというのをしっかり教えていた

だく。そのような取り組みが必要じゃないかと思います。特にデジタルの分

野っていうのは、なかなか視覚できない部分が多くありますので、そこが、

波及効果や結果を見えにくいところがあるので、もう少し詳しく説明できれ

ばと思います。 

そこで実際本質や使う物の危険性や波及効果が理解できないリスクアセス

メントができない場合は、国から進められてとしても積極的に取り入れる必
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要はないかと思いますが、とはいえ、実際デジタル、このあたりのほうは便

利な道具なので、うまく取り入れて推進していくためには、当事者、つまり

児童の方々の声をよく聞いて、よい運営ができるような形にしていただきた

いと思いますが、今の分も含めてご回答いただければと思います。よろしく

お願いします。 

○畑中 

教育長 

はい。 

○笹原議長 畑中教育長。 

 （畑中教育長 登壇） 

○畑中 

教育長 

それでは、久本議員の質問にお答えいたしたいと思います。ＧＩＧＡスク

ール構想事業は、令和元年度の国の補正予算により、創造性を育む教育ＩＣ

Ｔ環境の充実のために、児童生徒１人１台の端末と高速大容量の通信ネット

ワークを一体的に整備する事業でございます。 

ＩＣＴ機器や１人１台の端末は、これからの時代を生きる子どもたちにと

って、鉛筆やノートと同じように学習したり、生活したりするにあたって、

必需品となっていくものであると考えております。つまり、これからの時代

を生きていく上で身につけてほしい必要なスキルであると考え、今後も整備

を進めてまいりたいと思っております。 

錦江町におきましては、本年度令和３年度から、全ての児童生徒、学校に

端末が整備され、教育現場では、試行錯誤しながら現在活用されています。

そこで、議員のご指摘のとおり導入初年度の上半期の課題や問題点として、

まず１つ目に、学校において、教員のＩＣＴスキルの差に課題があると捉え

ております。この課題に対しては、国のＩＣＴサポート事業を活用して、学

校ＩＣＴ支援員を配置しております。ＩＣＴ機器の設定や、デジタル教科書

の活用の仕方、ＩＣＴ機器を利用した指導方法などの専門的な知識を持った

支援員が、各学校の必要に応じて巡回指導して、学校や教員のサポートをし

ています。そのほか、教職員のスキルアップ研修といたしまして、県教育セ

ンターの移動講座を大根占小を会場に実施いたしました。先日の 11月９日に

実施しております。小学校プログラミング教育講座、そしてもう１つは、Ｇ

ＩＧＡスクール構想における新たな学びを実施、実現する事業づくり講座等

が、本町の大根占小学校で実施されました。 

質問の本町独自の取り組みといたしましては、今の研修やＩＣＴ支援を含

めた上ですが、本町のＩＣＴ支援員は、教育情報化コーディネーターの資格

を有し、単に機器類の設定をサポートするだけでなく、ＩＣＴ教育教材の活

用の仕方や、教員の教え方等の指導助言をすることも可能です。 

次に、ズームを活用して、各学校にヘッドセットを配備し、オンライン会
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議、授業等ができる環境を整えています。さらに、おさらい先生という、個

別最適化のＡＩ学習ソフトを、それぞれのタブレットに導入しております。

基本的には、授業での補充学習や放課後等、自主学習のときに子どもたちが

個別に学習できるようにしています。 

次に、電子黒板を導入いたしました。もちろん電子黒板ですので、いろん

な教材等を見ることができ、動画も視聴することができます。デジタル教科

書も各小中学校に早々に導入し、電子黒板で教科書と同じ内容を提示するこ

とによって、学習を進めることができます。小学校では、国語と算数の２教

科、中学校では国数理英と社会の３教科、社会は地理と歴史と公民とありま

すので、この５教科７科目がインストールされております。先生方は、指導

計画に乗っ取って、教科書と同じように電子黒板で子どもたちに資料提示等

をすることができます。 

次に、現在捉えている問題点の２つ目ですけれども、１人１台の端末、タ

ブレットを持ち帰った場合、家庭へ持ち帰った場合での家庭でのＷｉ－Ｆｉ

環境の問題があると認識しております。基本的なソフトは全てクラウド上で

動きますので、自宅にＷｉ－Ｆｉ環境がなければ、活用が難しいです。本町

において、全ての家庭にＷｉ－Ｆｉ環境が整備されているわけではございま

せん。本年５月の調査をいたしました。小学校で 63％、中学校で 70％の家

庭が、Ｗｉ－Ｆｉ環境が整備されております。そして、現在、そのＷｉ－Ｆ

ｉ環境を使いながら家庭でＰＣやタブレット、スマートフォンを活用して学

習している子どもたちが小学校で 40％、中学校で 60％おります。つまり、

全ての子どもたちが、家庭で学校からの授業をオンラインで見れるかという

と、そうではないという現実はここに表われてきました。そのような中では

ございますけれども、各学校では、端末の持ち帰りについて、今後を見据え

て試行錯誤しながら、取り組もうとしているところでございます。 

教育委員会といたしましても、端末を持ち帰りが可能となるように、まず

は錦江町ＧＩＧＡスクールガイドラインを整備いたしました。基本的な活用

の町全体の共通理解を図ったということです。 

また、タブレットを自宅で利用する場合を想定して、各タブレットのフィ

ルタリングにつきましては、前回の９月の補正予算で承認していただきまし

て、現在その設定に向けて準備中でございます。 

最後になりますけれども、情報モラル教育についてですが、これからＩＣ

Ｔ機器の学校教育への導入や家庭生活への活用を想定いたしまして、教育委

員会では、保護者や教職員向けに情報モラルについての講演会並びに研修会

を４年前から取り組んできております。昨年度は、コロナ禍で一堂に会した

講演会などが思うように開催できませんでしたが、ZOOMを活用して各学校
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を会場として、同一日に一斉に実施いたしました。今年度は、当初からネッ

ト配信を想定しまして、各学校の状況に応じて自由に開催日を設定し、実施

していただきました。受講された保護者からは、大変有意義な研修であった

と好評をいただいております。来年度に向けましては、本年度同様にネット

配信により、各家庭で家族が一緒に視聴し、研修を受けられないかというこ

とを今、検討しているところでございます。 

学校での子どもたちに対しての情報モラル教育は、以前から技術家庭の授

業の中で実施したり、または特設に外部講師を招聘したりして、町内全小、

中学校とも毎年工夫して実施しております。議員がおっしゃったように、Ｉ

ＣＴ機器は便利なものではありますが、使い方によっては、諸刃の剣ともな

ります。今後の積極的な端末の活用と、情報モラル教育のさらなる充実を図

りながら、学校の声を反映させながら、学習や学校生活で日常的に活用でき

るように取り組んでまいりたいと思います。以上です。 

 （畑中教育長 降壇） 

○２番 

久本議員 

はい。２番。 

○笹原議長 はい、久本君。 

○２番 

久本議員 

はい。今、答弁ありました内容を聞いていまして、我が錦江町は良い取り

組みをしているなというのが正直な感想です。実際、今ありました持ち帰っ

たときの端末、これ各ご家庭によって、ネット環境がさまざまだというのは

これはもう仕方がないことだと思います。その家庭の方針もありますし、あ

と、導入するときに町の補助は最初の初期投資としての導入部分は確かに補

助はあるんですけども、毎月の部分というのはまだないので、そこが今後の

町の課題かなと思っております。 

実際ネット環境があったところも、皆さん使われているわけではなくて、

小学校が 40％、中学校が 60％となっているのでこれも本人の意識のところ

もあったりすると思いますので、もう大体、平均して半分以上は超えている

ので、そこはもう、各々のご家庭の方と今後の、どうしても新しい技術、取

り組みなので、なかなか基盤ができるまでは大変だと思います。特に、ネッ

ト、ソフトウエア以外でも、ハード面でですね、どうしても新しくなってい

くもの、だいたい半年ぐらいで、新しい技術とか製品が出てくるんですね。

昨日ですね、富岳が、スーパーコンピューターが、また更新しまして４回連

続で、四冠で日本がトップに立っております。次が、たしかアメリカで、２

位ですね、それが、差が、１位と２位の差が３倍ぐらいありますので、大分

差があると思います。いろいろとソフトウエア部分では、なかなか海外に遅

れをとっている部分もあるんですけど、やはりハード面ではまだまだ強いの
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で、そこはやはり日本のいい部分だと思いますので、今後取り組んでいただ

ければと思います。 

では次のですね、指定文化財及び民俗芸能の保存、保護、伝承活動の取り

組みについて質問させていただきたいと思います。 

令和２年度決算ではですね、文化財保護費が予算が 71万 1千円、決算額が

32万 6,490円で、予算執行率が 45.92％。文化発掘費が予算が３万 4千円、

決算額はゼロ。予算執行率もゼロと。この２点のですね、予算執行率が低い

のは取り組む内容や活動する人が、ちょっと人数が少ないとかですね、あと

はその活動自体の内容にちょっと限定されてるんじゃないかというところ

を、少し感じたところでした。温故知新という言葉がありまして昔のことを

知って、ひも解くことで新しい見解や知識を導くということなんですが、こ

れは実際その先ほどのＩＣＴの部分にもありますけど、データベース、蓄積

された情報を参照して、過去の履歴や記憶を解析して、新しいシステムを構

築するのと大体近しいところがあるなというふうに私は感じております。情

報だけではなく、地域に根差したものを見て、体験することは、先人たちが

重ねてきた、町の財産を活用することだと思います。今ある指定文化財や民

俗芸能の保護の活動ももちろん大切なことだと思いますが、過去に営まれた

農業産業を見直して、価値を見出すことで、新たな産業、そして観光を生み

出すことができるんではないかと考えております。産業は、気候の変化など

当時のまま再現できないこともありますが、当時にはなかった、新しい分野

もありますので、そちらを活用して、完全に再現ではなくても、最善で具現

化する活動に取り組んだりですね、あと支援することで、町外のそういう活

動、文化のことに保護や発掘に興味を持ってる人たちの新たなフックにもな

るんではないかと思ってますが、そちらのそういう今後の活動等がありまし

たら、お聞かせください。 

○畑中 

教育長 

はい。 

○笹原議長 畑中教育長。 

○畑中 

教育長 

久本議員の質問にお答えいたします。町指定の文化財の民俗芸能の保存保

護、伝承活動の取り組みの現状と今後の錦江町の取り組みということで、お

答えしたいと思いますが、現在錦江町には、田ノ神像や岩崎遺跡など町指定

の文化財、花瀬川や山ノ口祭祀遺跡など県指定の文化財、国指定の稲尾岳等

があります。また、伝承芸能につきましては，神舞や、上柴立の棒踊りなど

がございます。 

まず、指定文化財の保存保護についてですけれども、町の文化財保護審議
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会委員が４名いらっしゃいます。各自の持ち場をパトロールしていただきま

して、通常５月と２月の年２回の委員会を開催し、２月の委員会の折に保護

状態などの状況報告をしていただいているところでございます。 

文化財は、指定のときの条件として、管理は、地主や持ち主が行うことに

なっておりますが、なかなか高齢化してしまいまして、先ほど池田議員のご

質問にもありましたけども、管理が難しいところは出てくるかと思いますの

で、そこらあたりはまた協議して進めていきたいと思っております。 

現在、町では４つの町指定文化財に管理謝金を払っております。それぞれ

自宅での所有物であったり、文化財の所有管理がきちんとなされております。

また、県指定文化財では、１件、所有者の自宅の敷地内にある文化財がござ

います。これについても謝金をお支払いしております。 

伝承芸能については、６つの伝承芸能がございます。保存団体に年間１万

5 千円の謝金をお支払いしているところです。各団体におきましては、学校

の運動会、学習発表会で発表しています。このような形で、地域において、

学校と連携しながら受け継がれている状況でございます。 

先般、池田小学校におきましては、久しぶりに池田の神舞が復刻しました。

郷土教育の一環として取り組んでおりまして、地域の人口減少の中、子ども

たちが伝承を引き継いでいけるということは非常にありがたいということ

で、地域の方々からもお話をいただいたところでございます。そのほか、田

代小学校では、運動会で柴立の棒踊りを披露し、また、神川小学校では銭太

鼓というのを、この間の学習発表会で披露してくれました。その他、宿利原

小学校においても、これまでは文化祭等で薩女踊りとかというのを子どもた

ちだけでなく、教職員を交えて引き継がれているようでございます。 

次に、ご指摘がございました、令和２年度の予算執行状況についてですが、

文化財発掘費について、本年度、公共事業に関する発掘がありませんでした

ので、執行がゼロということになりました。このことは、ここ数年続いてい

るところでございます。それから、文化財保護費の 45.92％の執行率ですが、

これにつきましては、池田の柴祭りについて記録作成等の措置を講ずべき無

形の民俗文化財として、昨年文化庁から指定を受けました。そして、その調

査費を計上したところでございましたけれども、コロナ禍によって、調査委

員の方々７名いらっしゃいますが、県外にお住まいですので、その県外の先

生方を、お集まりして会議を開くことが難しかったです。ということで、

45.92％ということになりますが、令和３年度、本年度につきましては、この

コロナ禍でありますけども、２回の調査委員会を現在実施しております。大

学の教授等による調査委員会において、池田地区の第１回現地調査も実施い

たしました。10月 23日、24日の日を使いまして。そして今後は、年明けの
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柴祭りで行われます、１月２日、３日を想定してその日にまたお集まりいた

だいて、実際に見ていただこうということになっています。来年度は、最終

年度ということで、この調査書の作成ということになります。今、執筆を分

担して書くために、今準備してらっしゃるところでございますが、良いもの

ができるのではないかなというふうに非常に期待しておるところでございま

す。 

議員ご指摘のとおり温故知新、過去や歴史から学ぶことは多々あるかと思

います。文化財の保護活動を通して過去を学び、それを現代に応用し、その

ことが地域の発展や関係人口につながるということは、大変すばらしいこと

ですし、私も同感な思いでございます。 

学校教育においても、先ほどの池田議員のご質問でも回答いたしましたけ

れども、錦江町文化財マップ並びに、小学校の社会科副読本、私たちの錦江

町を積極的に学校で活用していただいて、郷土教育を積極的に推進し、子ど

もたちが郷土のことを学び、先人の知恵と志に触れ、郷土を愛する心を育ん

でいきたいと思います。そのことは、本町の教育の指針であります、ふるさ

とを誇る森と水の教育につながるものだと思って、今後とも進めてまいりた

いと思います。以上です。 

○２番 

久本議員 

はい。２番。 

○笹原議長 はい、久本君。 

○２番 

久本議員 

令和２年度の予算についてはですね、どうしてもコロナが影響していると

いうことで、これはもう重々わかりました。 

それでですね、先ほどのＩＣＴのところがありますけど、やはり古いもの

と新しいもの、合わせていくと、ＩＣＴとかＩｏＴの部分ですね、こちらが

上手く組み合わさっていくと、何か障害が出たりコロナでなくてもコロナ以

外の何かが出た時にも上手く、数多い手札の中で最善を尽くせることができ

るんではないかと私も思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。

以上で私の質問を終わらせていただきます。 

 （久本議員 質問者席から降壇） 

○笹原議長 次に、12番、落司君の発言を許します。12番、落司君。 

○１２番 

 落司議員 

はい、１２番。  

 （１２番 落司議員 質問者席へ登壇） 
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○１２番 

落司議員 

それでは、通告に従いまして、質問いたします。 

経済的な理由などで、必要な生理用品が十分に買えないなど、コロナ禍で、

生理の貧困が注目されています。任意団体ハッシュタグみんなの生理が実施

したオンラインアンケート調査によると、経済的な理由によって、約５人に

１人が、購入に苦労した経験があると回答。また、トイレットペーパーなど、

生理用品でないものを使った経験や生理用品を交換する頻度を減らした経験 

があるといった回答も見られます。また、学校を欠席、遅刻、早退した経験

や部活や体育など運動を含む活動を休んだ経験があると答えた人がそれぞれ

50％近くおり、生理による体調不良が学校活動等への不参加に影響している

ことが明らかになったとされています。 

ただ、このような状況に陥ってしまう理由には、経済的な問題だけではな

く、ネグレクトや、性教育の不足なども含まれます。生理の貧困とは、生理

用品や衛生設備など生理を衛生的に迎えるための物理的環境及び生理に関す

る、教育に十分にアクセスできない状態のことを指します。これは、コロナ

禍だけの現象ではなく、以前よりあった問題が可視化されただけと言われて

おります。そのようななか、この問題から性教育について、１人１人が考え

るきっかけにしていくことも大事ではないかと考えます。 

国においては、子ども若者育成支援推進大綱の中で、子どもの貧困問題へ

の対応として、月経に関する指導を児童、生徒の実態に応じて行うとともに、

学校で生理用品を必要とする児童生徒への対応を進めることを掲げていま

す。そこで現在、学校で生理用品が必要になった児童生徒に対して、どのよ

うな対応をされているのか、お尋ねします。 

○畑中 

教育長 

はい。 

○笹原議長 畑中教育長。  

 （畑中教育長 登壇） 

○畑中 

教育長 

それでは、落司議員の質問にお答えいたします。落司議員から指摘された

ニュース、私も年度初めにそのニュースを聞きまして非常にびっくりしたと

ころでございました。現時点でですね、経済的な理由で生理用品を購入でき

ない児童、生徒について、本町の実態をということで、調査しました。錦江

町学校保健会が７月に、各学校に対して調査を行いました。その調査の結果、

緊急に対応が必要な児童生徒は、現時点ではいないというご回答でした。 

ただし、指摘がございましたとおり、就学支援が必要な児童生徒、または

父子家庭の児童生徒については、やはり男親ということで認識の甘さという

ことがあるから、学校としましてはそういう家庭は特に注意していきますと、

これからも注意していきますし、今までも注意しておりましたということで
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した。 

学校では、学校配当予算で生理用品を購入し、保健室に常備してございま

す。生理用品が必要になった児童生徒に対しては、保健室等で教職員がカウ

ンセリングを通しながら、渡しています。なぜここでカウンセリングかとい

うと、事情がどういう事情でというのをしっかり把握すること。先ほどご指

摘がありましたとおり、ネグレクトとか虐待とか、そういうふうにつながっ

ていないのかということを含めた上で、しっかりその子どもと対話をして進

めたいということでございます。 

現在、利用している児童生徒数は非常に少ないということでした。中学校

で年間 10 名程度、貰いに来るということですけれども、小学校においては

ほとんどありませんということのご回答でしたけれども、学校差がございま

す。それから、現在ですねそのニュース等が生理の貧困というニュース等聞

かれまして、地域の有志の方が各学校のほうに提供を申し出ていただいたと

ころでございます。夏休み中に。そして、申し出をいただきましたので、女

子トイレの個室に整理用品を置いている学校もございます。そして、小学校

と中学校ですけど、その２つの小中学校においては現在、活用されているか

というと、そうでもないということでしたので、日常的なこれまでの配置の

仕方でもいいのかなとは捉えておりますけれども、この両小、中学校の活用

状況を見て、他の学校への生理用品の設置について、トイレ等への設置につ

いては、錦江町学校保健会並びに養護教諭研修会等で検討してまいってまい

りたいというふうに考えております。以上です。 

 （畑中教育長 降壇） 

○ １ ２ 番 

落司議員 

はい。 

○笹原議長 はい、落司君。 

○ １ ２ 番 

落司議員 

はい。こういった状況を踏まえて、町内の学校でもいろいろと対応してい

ただいているということでした。 

保健室っていうのはいろんな情報が集まってくる場所で、先ほどもありま

したようにカウンセリング等含めて、困ったですね、子どもたちの窓口にな

っていると考えます。その一方で、やはりですねそこに抵抗感を持つ子ども

さんもいらっしゃるというふうには伺っております。それは町内だけではな

くてですね、全国的に見て、やはりこういったデリケートな部分を人に話す

っていうことに抵抗感を持っている子どもさんもいらっしゃるという中で、

やはりそういった子どもたちへの、なかなか行けない子どもたちへの対応と

いうのも必要ではないかなと思っているところです。 

やはり、相談しやすい環境づくりが必要ではないかと思います。例えば、
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先ほど個室にも、学校によっては配置のほうをしていただいているというこ

とでしたが、そういった中で、例えばですね、ほかの中学校等で見られたケ

ースなんですが、トイレ用品を設置した際にその生理用品のところにですね

困ったときはですね、遠慮しないで使用してください、使用後にはぜひ、保

健室のほうに連絡をくださいという形で張り紙をされたそうです。そういっ

たことをすることによって、今まで来られなかった子どもたちがですね、や

っぱり保健室に来てもらうことによってまた個別的なコミュニケーションを

取る貴重な機会となったというふうに聞いております。といった場合にやは

り、そういったこちらからの働きかけというのも重要になってくるのではな

いかなと思うんですが、そういったところで細やかな取り組みをされていく

考えはないでしょうか。 

○畑中 

教育長 

はい。 

○笹原議長 畑中教育長。 

○畑中 

教育長 

お答えしたいと思いますが、ご指摘があったとおり、私どももそういうふ

うに認識でおります。ですので、そういう相談できる環境、子どもとの信頼

関係づくり、または保護者との人間関係づくりをした上でのことですので、

そして現在個室に生理用品を配置している学校につきましても、使用の仕方

とか、取り組み方っていうのは事前指導した上で取り組んでいるところでご

ざいますので、指摘されたような状況を踏まえながら、今後、学校保健会並

びに養教部会でも、先行して実施して学校の事例をもとにしながら、検討し

てまいりたいと思います。以上です。 

○ １ ２ 番 

落司議員 

はい。 

○笹原議長 はい、落司君。 

○ １ ２ 番 

落司議員 

いろいろな状況を踏まえた上で対応していっていただけるということでそ

のようにしていただきたいと思うなかでまた、ちょっと次のほうも関連があ

りますので次の質問に入らせていただきます。 

また、各自治体で生理用品の無償配布、学校や公共トイレへの設置などと

いうことも取り組みが見られております。県内におきましても日置市、薩摩

川内市などが予算化し、生理用品の無償配布を実施しており、日置市では、

公共トイレの設置も見られます。また、鹿屋市、曽於市などでは、民間の方

より寄附をいただき小、中学校へ。また霧島市では、市立高校も含めて配布

しております。阿久根市やさつま町などでは、民間の女性団体等による支援

も見られます。窓口等で設置して希望する子どもに無償で配布することも１

つとは思いますが、個人が特定されることから、抵抗があるのではと感じま
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す。保健室でもらうことに対して、心理的ハードルを感じてしまう人が存在

することも事実です。 

また、生理用品をトイレに持ち込む姿をほかの人に見られることに、抵抗

がある子どももいます。休日でも、生理用品は必要です。小、中学生だけで

はなく、サポートを必要とする高校生もいるのではないでしょうか。 

そういった中で生理のある誰もが安心して学べる、生活できる環境を整え

るため、学校や公共施設トイレに生理用品を無償設置する考えはないか、お

尋ねします。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 木場町長。 

 （木場町長 登壇） 

○木場町長 落司議員の質問にお答えします。コロナ禍による生理の貧困問題に対する

自治体の対応は、７月 20 日現在の状況として、内閣府が発表した調査結果

によりますと、全国の 581自治体が実施、または検討と回答しており、配布

場所は小中学校が多いようです。 

この調査では、県内の市町村で、霧島市のみが検討と回答しておりました

が、現在では日置市や薩摩川内市なども実施されているようです。また、郡

内など近隣市町では、垂水市のみが市役所など５カ所の公共施設の女子トイ

レに引き換えカードを置いて、市役所での配布を 10 月から実施していると

のことです。 

本町では、地域自殺対策強化事業や児童虐待、ＤＶ対策総合支援事業を活

用して、貧困をはじめとするさまざまな悩みに寄り添う体制を整備し生理用

品のみならず、食事や食材などにつきましても、支援を行っているところで

す。ご質問の公共施設トイレへの配備については、鹿児島県がニーズを把握

するために実施し、今後、結果が共有されるであろう生理の貧困に関するア

ンケート結果を勘案した上で、検討してまいりたいと思います。 

なお、検討に際しましては現物配置ではなく、スマートフォンなどの活用

を検討し防災備蓄として、あわせて調達するなど社会福祉協議会を初め、多

くの機関と連携した形で実施できるよう検討してまいりたいと考えておりま

す。以上です。 

 （木場町長 降壇） 

○ １ ２ 番 

落司議員 

はい。 

○笹原議長 落司君。 

○ １ ２ 番 

落司議員 

結果として、県のそのアンケート調査を踏まえた上での検討ということだ

ったんですけれども、先ほども申しました様にそこのニーズといいますか、
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そもそもその生理がある子どもたちが安心して学べる環境をつくるって言っ

たときに、やはり、生理用品をプライバシーの問題でしたりとか、そういう

安心して学べる、そういった経血の漏れが気になって、授業に集中できなか

ったりとか、急な対応に追われて授業に遅れるといったことも考えられます。

そういった中でトイレに配置してあることでそこの精神的な部分の負担軽減

だったりとかもあるのではないかと考えているところです。 

また、先ほど教育長からの答弁がございましたように、寄附により学校等

での小中学校等などですね、対応がなされているというふうには答弁をいた

だいたんですけれども、寄附であるとやはり、継続的な支援には難しい状況

になるのではないかということも考えられますし、先ほど申しました、高校

生ですね。学校でもやはり高校生でも、やはり悩む方もいらっしゃるかと思

います。そういった場合に町立の高校は当然ございませんのでそこのサポー

トっていうのはできないかもしれませんけれども、やはり、町内で生まれ育

ってる子どもたちを大事にしたいということを考えたときに、やはり学校で

はサポートできなくても例えば公共施設であればそういった方々へのサポー

トもできるのではないかなというふうに考えます。 

確かに、県の動向等を見て考えていくのも必要かもしれませんが、もう全

国的にもそういった学校やそういったところへの個室、トイレの生理用品の

配置っていうのは、要望等も出されてきておりますので、やはりそこは踏み

込んだところで、公共施設ですね。平日じゃない場合でも、そこにぶち当た

って悩まれて困るっていう方もいらっしゃると思うんですよね。公共施設で

あれば、やはり、図書館でしたりとかそういうところであれば、休日のとき

でも駆け込んで対応、利用ができるのではないかと思います。先ほども申し

ましたけれども、少しでも 24 時間全てを支援するというものは難しいかも

しれませんが、可能な限りですね、できる支援をしてあげたほうが、もう安

心して学べるし生活もできると思うんですよね。その辺のことを考えて、も

っと県の動向等も踏まえる前に、もう一度状況等を確認するのもですけれど

も、やはり子どもを支援するという１つの政策として対応をする考えはない

かお尋ねします。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 木場町長 
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○木場町長 先ほど、学校内においては、教育長のほうの答弁がありました。今、議員

がおっしゃるのは恐らく小中学生、高校生の若い人たちが、学校以外のとこ

ろでのそういう対応を町のほうでもっと積極的に取り組みなさいという趣旨

だろうと思います。 

先ほど県のアンケート結果等を勘案した上でっていうふうに答弁しました

けれども、予算的にはそんなに多額を要しないと思いますので、利用度の高

いそういう施設あたりのところから、順次しながら、あとまた県のアンケー

ト調査なんかを踏まえた上で、どういう配備の仕方がいいかっていうのを検

討してまいりたいと思います。関係課と協議をしながら、いかにしたら早く

配備できるか検討をしたいと思います。 

○ １ ２ 番 

落司議員 

はい。 

○笹原議長 落司君。 

○ １ ２ 番 

落司議員 

はい。ぜひ検討していただきたいと思います。ほかの県の町の話ですけれ

ども、愛知県東郷町の子どもがですね、自分たちが住むまちづくりについて

発表する子ども議会で生理の貧困のことについて知り、そこで提案された事

によりますと、生理用品を学校の個室に常備していただければ、お金もかか

らないし、こまめに交換できて心も体も健康になると思います。というのを

小学生の子どもが勇気を持って、提案されてます。そこに対してやはり大人

がしっかりと答えてここの町では対応がなされています。やはりデリケート

な問題ですのでなかなか声を上げるっていうことは難しい状況の中でそこは

配慮した形での対応策が必要だと思いますので、ぜひ検討していただきたい

と思います。 

では最後の質問に入ります。生理の貧困については賛否両論、さまざまな

意見があります。そこには性教育の不足があると考えられます。性教育は命、

身体、健康の学問でありこれから世の中を生きていく、人格を育てるのに必

須の教養知性とされます。生理は、体の仕組みや生理と向き合う意識が高ま

るきっかけとなります。例えば、痛みや不快感など生理にまつわる体調の変

化を感じるようにもなり、この体調の変化に関しては症状の出方や感じ方や

ケアに係る負担は、１人１人で異なること、生理用品の役割や使い方などを

含め、生理に関して正しい知識を得ることで、またそれをきっかけとして自

分の体を大切にすること、自分らしい選択ができることにつながると考えま

す。そこで、学ぶ機会や相談体制は十分であるか、お尋ねします。 

○畑中 

教育長 

はい。 

○笹原議長 畑中教育長。 
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○畑中 

教育長 

それでは、落司議員の質問にお答えしたいと思います。保健面での自分の

体については、保健体育の学習で小学校は４年生の体の成長と私、中学１年

生では、心身の発達と心の健康というところで学習してまいります。また、

学級活動においては小学校１年生から中学校３年生まで、９ヶ年一貫として、

性に関する指導が発達段階に応じて取り組まれているところでございます。

さらに、小学校においては５年生の宿泊学習、６年生の修学旅行等の宿泊を

伴う旅行的行事の前に、女子児童を対象に生理用品キットを配布し、具体的

に生理用品の正しい使い方等についても指導しているところでございます。 

続きまして、相談体制についてですが、先ほども言いましたとおり、学校

保健ということから、養護教諭を中心とした相談体制を整えております。心

配なことや、悩みがあるときはいつでも保健室へ、児童生徒には呼びかけて

います。先ほど、なかなか自分の気持ちを伝えられない子どももいるのでは

ないかということをご指摘いただきましたけれども、そういう面からも日常

的な心理ケアということで、養護教諭の保健室の果たす役割って大きいのか

なと思います。 

さらに、保護者に対しても、性や生理についての悩み事などの相談を呼び

かけております。中には、子どもさんの生理が始まったよ、という報告や、

相談等も養護教諭のほうにいただいているというふうにお聞きしているとこ

ろでございます。 

また、重篤な場合、スクールカウンセラー等も学校の要請に応じて配置す

ることは可能です。現在のところ性に関することで、スクールカウンセラー

を呼んだことはございませんけれども、それに対応する組織体制にはなって

おります。 

今後も、学校保健会等でも生理の貧困について、昨年、取り組みましたの

で、実態調査を取りましたので、それらをもとにして、すみません、本年の

７月に取り組みましたので、それ以前はですね、学校保健会で性教育につい

ての講演会を過去数年間やっております。そして昨年は、ＬＧＢＴについて

の取り組みもいたしました。そういう講演会等を通して、みずからの子ども

たちを取り巻く環境についての研修を深めているところでございます。そし

てそういう学校保健会や養護教諭部会で各学校で状況が違いますので、お互

いの情報交換をしたり、性に関する望ましい適切な指導方法についての協議

の場を設けておりますので、そういう形を取り組んでまいりたい、研修を深

めてまいりたいと思っております。 

そして、研修したことを各学校で発行しています、保健だよりとかそれか

ら、ＰＴＡの資料などにも、掲載いたしまして各学校話題にしていただいて、

生理の貧困ということで子どもたちや家庭が悩むことがないように、保護者
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と連携して進めてまいりたいと思っております。以上です。 

○ １ ２ 番 

落司議員 

はい。 

○笹原議長 落司君。 

○ １ ２ 番 

落司議員 

答弁いただきました、学ぶ機会とか相談体制とかは、いろいろですね充実

していただいているということで理解をしたところです。また町内におきま

してはですね、性教育のインストラクターとして活動されている方もいらっ

しゃいます。やっぱりそういった人材もうまく活用していくことが大事では

ないかと思ったりもします。 

また先日、地域おこし協力隊の主催により性の座談会っていうものが開催

されております。やはり、保護者の方が性教育に対しての認識だったりとか、

関心が高まっている表われかなと思いますのでやはり、今後もですね、そう

いった学ぶ機会であったりとか相談体制っていうのはですね、充実していっ

ていただきたいと思うところです。 

そういった中で、例えば、夏休みとかですね、そういった長い休日になっ

たとき、もしくは、また高校生とかですね、そういった方々の相談体制って

いうのは、今後どのように考えていらっしゃるか、お尋ねしたいと思います。 

○畑中 

教育長 

はい。 

○笹原議長 はい、教育長。 

○畑中 

教育長 

はい。高校生に対する、または一般の方も含めてかもしれませんけど相談

体制ということで、教育委員会の場合はどうしても、学童期から９カ年間と

いうことで義務教育だけを考えがちなんですけれども、確かに大切な要因で

ございますので、そういうのを広報活動等通しながら、先ほど答弁にもあり

ましたけれども、生理用品等が各公共施設に設置するとするならば、それに

ついての周知を図りながら、そしてそのことについて内部的には例えば保健

福祉課等の保健相談員とかいう方に相談とか、それから今、議員のほうから

出ましたけれども、町内に本年度から性教育に関する未来づくり専門員の方

が取り組みを始めていらっしゃいますので、そういうのを周知しながらとに

かく１人で抱え込まないということ。これは性教育だけではなくてほかのこ

とも全てそうなんですが、子育てについても一緒なんですけれども、そうい

う抱え込みということを払拭できるような取り組みを今後も、進めてまいり

たいと思います。以上です。 

○ １ ２ 番 

落司議員 

はい。 

○笹原議長 落司君。 
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○ １ ２ 番 

落司議員 

ぜひ取り組んでいただきたいというところであります。先ほど申し上げま

したようにトイレ等にですね、設置していただくことで何かありましたらこ

こにご連絡くださいという形でやはり添付してあると相談をしやすいかな

と。あと、性教育のですね、インストラクターの方がおっしゃるには、やは

り相性といいますか、相談相手も相性だったりとかっていうのもあるという

ふうに言われておりました。あとですね、いろんな方、いろんな場があると

いうことで、そこ１つではない２つ３つ、幾つもある相談場所っていうこと

が、やはり安心につながるというふうに聞きましたので、やはり、地域ので

すね、そういった方々との連携も密にしながら、しっかりと進めていってい

ただきたいと思います。 

また、今後生理のある誰もがですね、安心して学べる生活できる環境を整

えていただきながらまたこの問題から、１人１人がですね性教育について考

えていただく機会につなげていただきたいと思います。それでは、私の質問

を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 （１２番 落司議員 質問者席から降壇） 

○笹原議長 これで一般質問をおります。以上で本日の日程は全部終了しました。本日

はこれで散会します。 

次の本会議は 11月 19日でありますので、申し添えておきます。 

 散会 13：56 

 

 


